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まとめ資料比較表 〔43条 重大事故等対処設備〕 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

実線・・設備運用又は体制等の相違（設計方針の相違） 

波線・・記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし） 
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柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

1. 重大事故等対処設備 

重大事故に至るおそれがある事故が発生した場合において，炉

心，使用済燃料プール内の燃料体等及び運転停止中における発電

用原子炉内の燃料体の著しい損傷を防止するために，また，重大

事故が発生した場合においても，原子炉格納容器の破損及び発電

所外への放射性物質の異常な放出を防止するために，「実用発電用

原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規

則」（以下，設置許可基準規則という）第三章（重大事故等対処施

設）にて定められる重大事故等対処設備として以下の設備を設け

る。 

・第 43 条 アクセスルートを確保するための設備 

・第 44 条 緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするため

の設備 

・第 45 条 原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉

を冷却するための設備 

・第 46 条 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備 

・第 47 条 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉

を冷却するための設備 

・第 48 条 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備 

・第 49 条 原子炉格納容器内の冷却等のための設備 

・第 50 条 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備 

・第 51 条 原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設

備 

・第 52 条 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するた

めの設備 

・第 53 条 水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するため

の設備 

・第 54 条 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備 

・第 55 条 工場等外への放射性物質の拡散を抑制するための設

備 

・第 56 条 重大事故等の収束に必要となる水の供給設備 

・第 57 条 電源設備 

・第 58 条 計装設備 

・第 59 条 運転員が原子炉制御室にとどまるための設備 

・第 60 条 監視測定設備 

・第 61 条 緊急時対策所 

1.1.7 重大事故等対処設備に関する基本方針 

発電用原子炉施設は，重大事故に至るおそれがある事故が発生

した場合において，炉心，使用済燃料プール内の燃料体等及び運

転停止中における原子炉の燃料体の著しい損傷を防止するため

に，また，重大事故が発生した場合においても，原子炉格納容器

の破損及び発電所外への放射性物質の異常な放出を防止するため

に，重大事故等対処設備を設ける。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 重大事故等対処設備について 

重大事故に至るおそれがある事故が発生した場合において，炉

心，燃料プール内の燃料体等，及び運転停止中における原子炉の

燃料体の著しい損傷を防止するために，また，重大事故が発生し

た場合においても，原子炉格納容器の破損及び発電所外への放射

性物質の異常な放出を防止するために，「実用発電用原子炉及びそ

の附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則」（以下，設

置許可基準規則という）第三章（重大事故等対処施設）にて定め

られる重大事故等対処設備として以下の設備を設ける。 

 

・第 43条 アクセスルートを確保するための設備 

・第 44条 緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするため

の設備 

・第 45条 原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉

を冷却するための設備 

・第 46条 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備 

・第 47条 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉

を冷却するための設備 

・第 48条 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備 

・第 49条 原子炉格納容器内の冷却等のための設備 

・第 50条 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備 

・第 51条 原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設    

     備 

・第 52条 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するた

めの設備 

・第 53条 水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するため

の設備 

・第 54条 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備 

・第 55条 工場等外への放射性物質の拡散を抑制するための設   

     備 

・第 56条 重大事故等の収束に必要となる水の供給設備 

・第 57条 電源設備 

・第 58条 計装設備 

・第 59条 運転員が原子炉制御室にとどまるための設備 

・第 60条 監視測定設備 

・第 61条 緊急時対策所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載方針の相違 

【東海第二】 
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柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

・第 62 条 通信連絡を行うために必要な設備 

これらの設備については，新たに重大事故等に対処する機能を

付加させた設備に加え，当該設備が機能を発揮するために必要な

系統（水源から注入先まで，流路を含む）までを含むものとする。 

また，設計基準対象施設のうち，想定される重大事故等時にそ

の機能を期待する場合において，上記設備に該当しないものは，

重大事故等時に設計基準対象施設としての機能を期待する重大事

故等対処設備（以下，重大事故等対処設備（設計基準拡張）とい

う）と位置付け，第 44 条～第 62 条のいずれかに適合するための

設備の一部として取り扱うこととする。 

 

1.1 重大事故等対処設備の設備分類 

重大事故等対処設備は，常設のものと可搬型のものがあり，そ

れぞれ設置許可基準規則に示される名称を踏まえて以下のとおり

分類する。 

(1) 常設重大事故等対処設備 

重大事故等対処設備のうち常設のもの 

a. 常設重大事故防止設備 

重大事故に至るおそれがある事故が発生した場合であって，

設計基準事故対処設備の安全機能又は使用済燃料プールの冷

却機能若しくは注水機能が喪失した場合において，その喪失し

た機能（重大事故に至るおそれがある事故に対処するために必

要な機能に限る。）を代替することにより重大事故の発生を防

止する機能を有する設備（重大事故防止設備）のうち，常設の

もの。 

b. 常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故防止設備であって，耐震重要施設（耐震 S ク

ラス施設）に属する設計基準事故対処設備が有する機能を代替

するもの。 

c. 常設重大事故緩和設備 

重大事故等対処設備のうち，重大事故が発生した場合におい

て，当該重大事故の拡大を防止し，又はその影響を緩和するた

めの機能を有する設備（重大事故緩和設備）のうち，常設のも

の。 

d. 常設重大事故防止設備（設計基準拡張） 

設計基準対象施設のうち，重大事故等時に機能を期待する設

備であって，重大事故の発生を防止する機能を有する上記 a.

以外の常設のもの 

 

これらの設備については，当該設備が機能を発揮するために必

要な系統（水源から注入先まで，流路を含む。）までを含むものと

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

重大事故等対処設備は，常設のものと可搬型のものがあり，以

下のとおり分類する。 

 

(1) 常設重大事故等対処設備 

重大事故等対処設備のうち常設のもの 

ａ．常設重大事故防止設備 

重大事故に至るおそれがある事故が発生した場合であっ

て，設計基準事故対処設備の安全機能又は使用済燃料プール

の冷却機能若しくは注水機能が喪失した場合において，その

喪失した機能（重大事故に至るおそれがある事故に対処する

ために必要な機能に限る。）を代替することにより重大事故の

発生を防止する機能を有する設備（重大事故防止設備）のう

ち，常設のもの 

ｂ．常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故防止設備であって，耐震重要施設に属する設

計基準事故対処設備が有する機能を代替するもの 

 

ｃ．常設重大事故緩和設備 

重大事故等対処設備のうち，重大事故が発生した場合にお

いて，当該重大事故の拡大を防止し，又はその影響を緩和す

るための機能を有する設備（重大事故緩和設備）のうち，常

設のもの 

 

 

 

 

・第 62条 通信連絡を行うために必要な設備 

これらの設備については，新たに重大事故等に対処する機能を

付加させた設備に加え，当該設備が機能を発揮するために必要な

系統（水源から注水先まで，流路を含む。）までを含むものとする。 

また，設計基準対象施設のうち，想定される重大事故等時にそ

の機能を期待する場合において，上記設備に該当しないものは，

重大事故等時に設計基準対象施設としての機能を期待する重大事

故等対処設備（以下，重大事故等対処設備（設計基準拡張）とい

う。）と位置付け，第 44条～第 62条のいずれかに適合するための

設備の一部として取り扱うこととする。 

 

1.1 重大事故等対処設備の設備分類 

重大事故等対処設備は，常設のものと可搬型のものがあり，そ

れぞれ設置許可基準規則に示される名称を踏まえて以下のとおり

分類する。 

(1) 常設重大事故等対処設備 

重大事故等対処設備のうち常設のもの 

ａ．常設重大事故防止設備 

重大事故に至るおそれがある事故が発生した場合であっ

て，設計基準事故対処設備の安全機能又は燃料プールの冷

却機能若しくは注水機能が喪失した場合において，その喪

失した機能（重大事故に至るおそれがある事故に対処する

ために必要な機能に限る。）を代替することにより重大事故

の発生を防止する機能を有する設備（重大事故防止設備）

のうち，常設のもの 

ｂ．常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故防止設備であって，耐震重要施設（耐震 S

クラス施設）に属する設計基準事故対処設備が有する機能

を代替するもの 

ｃ．常設重大事故緩和設備 

重大事故等対処設備のうち，重大事故が発生した場合に

おいて，当該重大事故の拡大を防止し，又はその影響を緩

和するための機能を有する設備（重大事故緩和設備）のう

ち，常設のもの 

ｄ．常設重大事故防止設備（設計基準拡張） 

設計基準対象施設のうち，重大事故等時に機能を期待す

る設備であって，重大事故の発生を防止する機能を有する

上記 a.以外の常設のもの 

 

 

 

 

・設備分類の相違 

【東海第二】 

東海第二では設計基

準拡張という設備分類

を設けていない（以下，

①の相違） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備分類の相違 

【東海第二】 

①の相違 
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柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

e. 常設重大事故緩和設備（設計基準拡張） 

設計基準対象施設のうち，重大事故等時に機能を期待する設

備であって，重大事故の拡大を防止し，又はその影響を緩和す

るための機能を有する上記 c.以外の常設のもの 

 

 

 

 

 

 

f. 常設重大事故等対処設備のうち防止でも緩和でもない設備 

 

常設重大事故等対処設備のうち，上記 a.，b.，c.，d.，e.

以外の常設設備で，防止又は緩和の機能がないもの。 

 

(2) 可搬型重大事故等対処設備 

重大事故等対処設備のうち可搬型のもの。 

g. 可搬型重大事故防止設備 

重大事故防止設備のうち可搬型のもの。 

h. 可搬型重大事故緩和設備 

重大事故緩和設備のうち可搬型のもの。 

i. 可搬型重大事故防止設備（設計基準拡張） 

設計基準対象施設のうち，重大事故等時に機能を期待する設

備であって，重大事故の発生を防止する機能を有する上記 g.

以外の可搬型のもの。（ただし，柏崎刈羽原子力発電所 6 号及

び 7 号炉においては，本分類に該当する設備はなし。） 

j. 可搬型重大事故緩和設備（設計基準拡張） 

設計基準対象施設のうち，重大事故等時に機能を期待する設

備であって，重大事故の拡大を防止し，又はその影響を緩和す

るための機能を有する上記 h.以外の可搬型のもの。（ただし，

柏崎刈羽原子力発電所 6 号及び 7 号炉においては，本分類に

該当する設備はなし。） 

k. 可搬型重大事故等対処設備のうち防止でも緩和でもない設

備 

可搬型重大事故等対処設備のうち，上記 g.，h.，i.，j.以

外の可搬型設備で，防止又は緩和の機能がないもの。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｄ．常設重大事故等対処設備のうち防止でも緩和でもない設備 

 

常設重大事故等対処設備のうち，上記ａ．，ｂ．，ｃ．以外

の常設設備で，防止又は緩和の機能がないもの 

 

(2) 可搬型重大事故等対処設備 

重大事故等対処設備のうち可搬型のもの 

ａ．可搬型重大事故防止設備 

重大事故防止設備のうち可搬型のもの 

ｂ．可搬型重大事故緩和設備 

重大事故緩和設備のうち可搬型のもの 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｃ．可搬型重大事故等対処設備のうち防止でも緩和でもない設   

  備 

可搬型重大事故等対処設備のうち，上記ａ．，ｂ.以外の

可搬型設備で，防止又は緩和の機能がないもの 

 

 

ｅ．常設重大事故緩和設備（設計基準拡張） 

設計基準対象施設のうち，重大事故等時に機能を期待す

る設備であって，重大事故の拡大を防止し，又はその影響

を緩和するための機能を有する上記 c.以外の常設のもの

（ただし，島根原子力発電所２号炉においては，本分類に

該当する設備はなし。） 

 

 

 

 

ｆ．常設重大事故等対処設備のうち防止でも緩和でもない設

備 

常設重大事故等対処設備のうち，上記 a.，b.，c.，d.，

e.以外の常設設備で，防止又は緩和の機能がないもの 

 

(2) 可搬型重大事故等対処設備 

重大事故等対処設備のうち可搬型のもの 

ｇ．可搬型重大事故防止設備 

重大事故防止設備のうち可搬型のもの 

ｈ．可搬型重大事故緩和設備 

重大事故緩和設備のうち可搬型のもの 

ｉ．可搬型重大事故防止設備（設計基準拡張） 

設計基準対象施設のうち，重大事故等時に機能を期待す

る設備であって，重大事故の発生を防止する機能を有する

上記 g.以外の可搬型のもの（ただし，島根原子力発電所２

号炉においては，本分類に該当する設備はなし。） 

ｊ．可搬型重大事故緩和設備（設計基準拡張） 

設計基準対象施設のうち，重大事故等時に機能を期待す

る設備であって，重大事故の拡大を防止し，又はその影響

を緩和するための機能を有する上記 h.以外の可搬型のも

の（ただし，島根原子力発電所２号炉においては，本分類

に該当する設備はなし。） 

ｋ．可搬型重大事故等対処設備のうち防止でも緩和でもない

設備 

可搬型重大事故等対処設備のうち，上記 g.，h.，i.，j.

以外の可搬型設備で，防止又は緩和の機能がないもの 

 

 

・設備分類の相違 

【東海第二】 

①の相違 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

  島根２号炉では，常設

重大事故緩和設備（設計

基準拡張）と位置付けて

いる設備はない 

 

 

・設備分類の相違 

【東海第二】 

 ①の相違 

 

 

 

 

 

 

・設備分類の相違 

【東海第二】 
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主要な重大事故等対処設備の設備種別及び設備分類を第 1.1.7

－1表に示す。常設重大事故防止設備及び可搬型重大事故防止設

備については，当該設備が機能を代替する設計基準対象施設とそ

の耐震重要度分類を併せて示す。 

また，主要な重大事故等対処設備の設置場所及び保管場所を第

1.1.7－1 図から第 1.1.7－9 図に示す。 

 

1.1.7.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等 

(1) 多様性，位置的分散 

共通要因としては，環境条件，自然現象，発電所敷地又はその

周辺において想定される発電用原子炉施設の安全性を損なわせる

原因となるおそれがある事象であって人為によるもの（外部人為

事象），溢水，火災及びサポート系の故障を考慮する。 

発電所敷地で想定される自然現象については，網羅的に抽出す

るために，地震，津波に加え，発電所敷地及びその周辺での発生

実績の有無に関わらず，国内外の基準や文献等に基づき収集した

洪水，風（台風），竜巻，凍結，降水，積雪，落雷，地滑り，火山

の影響，生物学的事象，森林火災等の事象を考慮する。 

これらの事象のうち，発電所敷地及びその周辺での発生の可能

性，重大事故等対処設備への影響度，事象進展速度や事象進展に

対する時間余裕の観点から，重大事故等対処設備に影響を与える

おそれがある事象として，地震，津波（基準津波を超え敷地に遡

上する津波（以下「敷地に遡上する津波」という。）を含む。），風

（台風），竜巻，凍結，降水，積雪，落雷，火山の影響，生物学的

事象，森林火災及び高潮を選定する。 

自然現象の組合せについては，地震，津波（敷地に遡上する津

波を含む。），風（台風），積雪及び火山の影響を考慮する。 

発電所敷地又はその周辺において想定される発電用原子炉施設

の安全性を損なわせる原因となるおそれがある事象であって人為

によるものについては，網羅的に抽出するために，発電所敷地及

びその周辺での発生実績の有無に関わらず，国内外の基準や文献

等に基づき収集した飛来物（航空機落下等），ダムの崩壊，爆発，

近隣工場等の火災，有毒ガス，船舶の衝突，電磁的障害，故意に

よる大型航空機の衝突その他のテロリズム等の事象を考慮する。

これらの事象のうち，発電所敷地及びその周辺での発生の可能性，

重大事故等対処設備への影響度，事象進展速度や事象進展に対す

る時間余裕の観点から，重大事故等対処設備に影響を与えるおそ

れがある事象として，飛来物（航空機落下），ダムの崩壊，爆発，

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載方針の相違 

【東海第二】 

  東海第二は以下に記

載している，図及び表の

説明を記載している 

 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

  島根２号炉では 43 条

本文 2.3に記載 
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近隣工場等の火災，有毒ガス，船舶の衝突，電磁的障害及び故意

による大型航空機の衝突その他のテロリズムを選定する。また，

設計基準事故対処設備等と重大事故等対処設備に対する共通要因

としては，飛来物（航空機落下），ダムの崩壊，爆発，近隣工場等

の火災，有毒ガス，船舶の衝突，電磁的障害及び故意による大型

航空機の衝突その他のテロリズムを選定する。 

故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムについては，

可搬型重大事故等対処設備による対策を講じることとする。 

主要な重大事故等対処施設である原子炉建屋原子炉棟，原子炉

建屋付属棟，緊急時対策所建屋，常設代替高圧電源装置置場，格

納容器圧力逃がし装置格納槽，常設低圧代替注水系ポンプ室，緊

急用海水ポンプピット，常設代替高圧電源装置用カルバート（立

坑部），常設代替高圧電源装置用カルバート（トンネル部），常設

代替高圧電源装置用カルバート（カルバート部），格納容器圧力逃

がし装置用配管カルバート，常設低圧代替注水系配管カルバート，

緊急用海水系配管カルバート（以下「建屋等」という。） 

については，地震，津波（敷地に遡上する津波を含む。），火災及

び外部からの衝撃による損傷を防止できる設計とする。 

重大事故緩和設備についても，共通要因の特性を踏まえ，可能

な限り多様性を有し，位置的分散を図ることを考慮する。 

ａ．常設重大事故等対処設備 

常設重大事故防止設備は，設計基準事故対処設備等の安全機能

と共通要因によって同時にその機能が損なわれるおそれがないよ

う，共通要因の特性を踏まえ，可能な限り多様性，独立性，位置

的分散を考慮して適切な措置を講じる設計とする。ただし，常設

重大事故防止設備のうち，計装設備について，重要代替監視パラ

メータ（当該パラメータの他チャンネルの計器を除く。）による推

定は，重要監視パラメータと異なる物理量又は測定原理とする等，

重要監視パラメータに対して可能な限り多様性を有する方法によ

り計測できる設計とする。重要代替監視パラメータは重要監視パ

ラメータと可能な限り位置的分散を図る設計とする。 

環境条件に対しては，想定される重大事故等が発生した場合に

おける温度，放射線，荷重及びその他の使用条件において，常設

重大事故防止設備がその機能を確実に発揮できる設計とする。重

大事故等時の環境条件における健全性については，「1.1.7.3 環境

条件等」に記載する。風（台風）及び竜巻のうち風荷重，凍結，

降水，積雪，火山の影響並びに電磁的障害に対して常設重大事故

防止設備は，環境条件にて考慮し機能が損なわれない設計とする。 
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常設重大事故防止設備は，「1.9 発電用原子炉設置変更許可申請

に係る安全設計の方針」に基づく地盤に設置する。 

常設重大事故防止設備は，地震，津波（敷地に遡上する津波を

含む。）及び火災に対しては，「1.3.2 重大事故等対処施設の耐震

設計」，「1.4.2 重大事故等対処施設の耐津波設計」及び「1.5.2 重

大事故等対処施設の火災防護に関する基本方針」に基づく設計と

する。 

溢水に対しては，可能な限り多様性を有し，位置的分散を図る

ことで，想定する溢水水位に対して同時に機能を損なうことのな

い設計とする。 

地震，津波（敷地に遡上する津波を含む。），溢水及び火災に対

して常設重大事故防止設備は，設計基準事故対処設備等と同時に

機能を損なうおそれがないように，可能な限り設計基準事故対処

設備等と位置的分散を図る。 

風（台風），竜巻，凍結，降水，積雪，落雷，火山の影響，生物

学的事象，森林火災，爆発，近隣工場等の火災，有毒ガス，船舶

の衝突及び電磁的障害に対して，常設重大事故防止設備は，外部

からの衝撃による損傷の防止が図られた建屋等内に設置するか，

又は設計基準事故対処設備等と同時に機能が損なわれないよう

に，設計基準事故対処設備等と位置的分散を図り，屋外に設置す

る。 

落雷に対して常設代替交流電源設備は，避雷設備等により防護

する設計とする。 

生物学的事象のうちネズミ等の小動物に対して屋外の常設重大

事故防止設備は，侵入防止対策により重大事故等に対処するため

に必要な機能が損なわれるおそれのない設計とする。生物学的事

象のうちクラゲ等の海生生物からの影響を受けるおそれのある常

設重大事故防止設備は，侵入防止対策により重大事故等に対処す

るための必要な機能が損なわれるおそれのない設計とする。 

高潮に対して常設重大事故防止設備（非常用取水設備は除く。）

は，高潮の影響を受けない敷地高さに設置する。 

飛来物（航空機落下）に対して常設重大事故防止設備は，設計

基準事故対処設備等と同時にその機能が損なわれないように，設

計基準事故対処設備等と位置的分散を図り設置する。 

なお，洪水及びダムの崩壊については，立地的要因により設計

上考慮する必要はない。 

常設重大事故緩和設備についても，共通要因の特性を踏まえ，

可能な限り上記を考慮して多様性，位置的分散を図る設計とする。 
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サポート系の故障に対しては，系統又は機器に供給される電力，

空気，油，冷却水を考慮し，常設重大事故防止設備は設計基準事

故対処設備等と異なる駆動源，冷却源を用いる設計，又は駆動源，

冷却源が同じ場合は別の手段が可能な設計とする。また，常設重

大事故防止設備は設計基準事故対処設備等と可能な限り異なる水

源をもつ設計とする。 

ｂ．可搬型重大事故等対処設備 

可搬型重大事故防止設備は，設計基準事故対処設備等又は常設重

大事故防止設備と共通要因によって同時にその機能が損なわれる

おそれがないよう，共通要因の特性を踏まえ，可能な限り多様性，

独立性，位置的分散を考慮して適切な措置を講じる設計とする。 

また，可搬型重大事故等対処設備は，地震，津波（敷地に遡上

する津波を含む。），その他の自然現象又は故意による大型航空機

の衝突その他のテロリズム，設計基準事故対処設備等及び重大事

故等対処設備の配置その他の条件を考慮した上で常設重大事故等

対処設備と異なる保管場所に保管する設計とする。 

環境条件に対しては，想定される重大事故等が発生した場合に

おける温度，放射線，荷重及びその他の使用条件において，可搬

型重大事故等対処設備がその機能を確実に発揮できる設計とす

る。重大事故等時の環境条件における健全性については「1.1.7.3 

環境条件等」に記載する。 

風（台風）及び竜巻のうち風荷重，凍結，降水，積雪，火山の影

響並びに電磁的障害に対して可搬型重大事故等対処設備は，環境

条件にて考慮し機能が損なわれない設計とする。 

地震に対して，屋内の可搬型重大事故等対処設備は，「1.9 発電

用原子炉設置変更許可申請に係る安全設計の方針」に基づく地盤

上に設置する建屋内に保管する。屋外の可搬型重大事故等対処設

備は，転倒しないことを確認する，又は必要により固縛等の処置

をするとともに，地震により生じる敷地下斜面のすべり，液状化

又は揺すり込みによる不等沈下，傾斜及び浮き上がり,地盤支持力

の不足，地中埋設構造物の損壊等の影響を受けない複数の保管場

所に分散して保管する設計とする。 

地震及び津波（敷地に遡上する津波を含む。）に対して可搬型重

大事故等対処設備は，「1.3.2 重大事故等対処施設の耐震設計」，

「1.4.2重大事故等対処施設の耐津波方針」及び「1.4.3 基準津

波を超え敷地に遡上する津波に対する耐津波設計」にて考慮され

た設計とする。火災に対して，可搬型重大事故等対処設備は「1.5.2 

重大事故等対処施設の火災防護に関する基本方針」に基づく火災
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防護を行う。 

地震，津波（敷地に遡上する津波を含む。），溢水及び火災に対

して可搬型重大事故等対処設備は，設計基準事故対処設備等及び

常設重大事故等対処設備と同時に機能を損なうおそれがないよう

に，設計基準事故対処設備等の配置も含めて常設重大事故等対処

設備と位置的分散を図り複数箇所に分散して保管する設計とす

る。 

風（台風），竜巻，凍結，降水，積雪，落雷，火山の影響，生物

学的事象，森林火災，爆発，近隣工場等の火災，有毒ガス，船舶

の衝突及び電磁的障害に対して，可搬型重大事故等対処設備は，

外部からの衝撃による損傷の防止が図られた建屋等内に保管する

か，又は設計基準事故対処設備等及び常設重大事故等対処設備と

同時に必要な機能を損なうおそれがないように，設計基準事故対

処設備等の配置も含めて常設重大事故等対処設備と位置的分散を

図り，防火帯の内側の複数箇所に分散して保管する設計とする。

クラゲ等の海生生物から影響を受けるおそれのある屋外の可搬型

重大事故等対処設備は，予備を有する設計とする。 

高潮に対して可搬型重大事故等対処設備は，高潮の影響を受け

ない敷地高さに保管する。 

飛来物（航空機落下）及び故意による大型航空機の衝突その他

のテロリズムに対して屋内の可搬型重大事故等対処設備は，可能

な限り設計基準事故対処設備等の配置も含めて常設重大事故等対

処設備と位置的分散を図り複数箇所に分散して保管する設計とす

る。 

屋外に保管する可搬型重大事故等対処設備は，原子炉建屋，常

設代替高圧電源装置置場，常設低圧代替注水系ポンプ室，格納容

器圧力逃がし装置格納槽，緊急用海水ポンプピット，海水ポンプ

エリアから 100m 以上の離隔距離を確保するとともに，当該可搬

型重大事故等対処設備がその機能を代替する屋外の設計基準事故

対処設備等及び常設重大事故等対処設備から 100m 以上の離隔距

離を確保した上で，複数箇所に分散して保管する設計とする。 

なお，洪水及びダムの崩壊については，立地的要因により設計

上考慮する必要はない。また，外部人為事象のうちダムの崩壊に

ついては，立地的要因により設計上考慮する必要はない。 

サポート系の故障に対しては，系統又は機器に供給される電力，

空気，油，冷却水を考慮し，可搬型重大事故防止設備は，設計基

準事故対処設備等又は常設重大事故防止設備と異なる駆動源，冷

却源を用いる設計とするか，駆動源，冷却源が同じ場合は別の手
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段が可能な設計とする。また，水源についても可能な限り，異な

る水源を用いる設計とする。 

ｃ．可搬型重大事故等対処設備と常設重大事故等対処設備の接

続口原子炉建屋の外から水又は電力を供給する可搬型重大事故等

対処設備と常設設備との接続口は，共通要因によって接続するこ

とができなくなることを防止するため，それぞれ互いに異なる複

数の場所に設置する設計とする。なお,洪水及びダムの崩壊につい

ては,立地的要因により設計上考慮する必要はない。 

環境条件に対しては，想定される重大事故等が発生した場合に

おける温度，放射線，荷重及びその他の使用条件において，その

機能を確実に発揮できる設計とするとともに，接続口は，建屋等

内及び建屋等壁面の適切に離隔した隣接しない位置に複数箇所設

置する。重大事故等時の環境条件における健全性については

「1.1.7.3 環境条件等」に記載する。 

風（台風）及び竜巻のうち風荷重，凍結，降水，積雪，火山の影

響並びに電磁的障害に対しては，環境条件にて考慮し，機能が損

なわれない設計とする。 

地震に対して接続口は，「1.9 発電用原子炉設置変更許可申請に

係る安全設計の方針」に基づく地盤上の建屋等内又は建屋等壁面

に複数箇所設置する。 

地震，津波（敷地に遡上する津波を含む。）及び火災に対しては， 

「1.3.2 重大事故等対処施設の耐震設計」，「1.4.2 重大事故等対

処施設の耐津波設計」,「1.4.3 基準津波を超え敷地に遡上する津

波に対する耐津波設計」及び「1.5.2 重大事故等対処施設の火災

防護に関する基本方針」に基づく設計とする。 

溢水に対しては，想定される溢水水位に対して機能を喪失しない

位置に設置する。 

風（台風），竜巻，落雷，生物学的事象，森林火災，飛来物（航

空機落下），爆発，近隣工場等の火災，有毒ガス，船舶の衝突及び

故意による大型航空機の衝突その他テロリズムに対して，接続口

は，建屋等内及び建屋等壁面の適切に離隔した隣接しない位置に

複数箇所設置する。 

生物学的事象のうちネズミ等の小動物に対して，屋外に設置す

る場合は，開口部の閉止により重大事故等に対処するために必要

な機能が損なわれるおそれのない設計とする。 

高潮に対して接続口は，高潮の影響を受けない位置に設置する。 

また，一つの接続口で複数の機能を兼用して使用する場合には，

それぞれの機能に必要な容量が確保できる接続口を設ける設計と
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する。同時に使用する可能性がある場合は，合計の容量を確保し，

状況に応じて，それぞれの系統に必要な容量を同時に供給できる

設計とする。 

(2) 悪影響防止 

重大事故等対処設備は発電用原子炉施設（隣接する発電所を含

む。）内の他の設備（設計基準対象施設及び当該重大事故等対処設

備以外の重大事故等対処設備）に対して悪影響を及ぼさない設計

とする。 

他の設備への悪影響としては，重大事故等対処設備使用時及び

待機時の系統的な影響（電気的な影響を含む。）並びにタービンミ

サイル等の内部発生飛散物による影響を考慮し，他の設備の機能

に悪影響を及ぼさない設計とする。 

系統的な影響に対しては，重大事故等対処設備は，弁等の操作

によって設計基準対象施設として使用する系統構成から重大事故

等対処設備としての系統構成とすること，重大事故等発生前（通

常時）の隔離若しくは分離された状態から弁等の操作や接続によ

り重大事故等対処設備としての系統構成とすること，他の設備か

ら独立して単独で使用可能なこと，設計基準対象施設として使用

する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設備として使用するこ

と等により，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

また，放水砲については，建屋への放水により，当該設備の使

用を想定する重大事故時において必要となる屋外の他の設備に悪

影響を及ぼさない設計とする。 

内部発生飛散物による影響に対しては，内部発生エネルギの高

い流体を内蔵する弁及び配管の破断，高速回転機器の破損，ガス

爆発並びに重量機器の落下を考慮し，重大事故等対処設備がター

ビンミサイル等の発生源となることを防ぐことで，他の設備に悪

影響を及ぼさない設計とする。 

(3) 共用の禁止 

常設重大事故等対処設備の各機器については，一部の敷地を共

有する東海発電所内の発電用原子炉施設において共用しない設計

とする。ただし，共用対象の施設ごとに要求される技術的要件（重

大事故等に対処するために必要な機能）を満たしつつ，東海発電

所内の発電用原子炉施設と共用することにより安全性が向上し，

かつ，東海発電所内及び東海第二発電所内の発電用原子炉施設に

対して悪影響を及ぼさない場合は，共用できる設計とする。 
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1.1.7.2 容量等 

(1) 常設重大事故等対処設備 

常設重大事故等対処設備は，想定される重大事故等の収束にお

いて，想定する事象及びその事象の進展等を考慮し，重大事故等

時に必要な目的を果たすために，事故対応手段としての系統設計

を行う。重大事故等の収束は，これらの系統の組合せにより達成

する。 

「容量等」とは，ポンプ流量，タンク容量，伝熱容量，弁吹出

量，発電機容量，蓄電池容量，計装設備の計測範囲及び作動信号

の設定値等とする。 

常設重大事故等対処設備のうち設計基準対象施設の系統及び機

器を使用するものについては，設計基準対象施設の容量等の仕様

が，系統の目的に応じて必要となる容量等に対して十分であるこ

とを確認した上で，設計基準対象施設としての容量等と同仕様の

設計とする。 

常設重大事故等対処設備のうち設計基準対象施設の系統及び機

器を使用するもので，重大事故等時に設計基準対象施設の容量等

を補う必要があるものについては，その後の事故対応手段と合わ

せて，系統の目的に応じて必要となる容量等を有する設計とする。 

常設重大事故等対処設備のうち重大事故等への対処を本来の目

的として設置する系統及び機器を使用するものについては，系統

の目的に応じて必要な容量等を有する設計とする。 

(2) 可搬型重大事故等対処設備 

可搬型重大事故等対処設備は，想定される重大事故等の収束に

おいて，想定する事象及びその事象の進展を考慮し，事故対応手

段としての系統設計を行う。重大事故等の収束は，これらの系統

の組合せにより達成する。 

「容量等」とは，ポンプ流量，タンク容量，発電機容量，蓄電

池容量，ボンベ容量，計測器の計測範囲等とする。 

可搬型重大事故等対処設備は，系統の目的に応じて必要な容量

等を有する設計とするとともに，設備の機能，信頼度等を考慮し，

予備を含めた保有数を確保することにより，必要な容量等に加え，

十分に余裕のある容量等を有する設計とする。 

可搬型重大事故等対処設備のうち複数の機能を兼用すること

で，設置の効率化，被ばくの低減が図れるものは，同時に要求さ

れる可能性がある複数の機能に必要な容量等を合わせた容量等と

し，兼用できる設計とする。 

可搬型重大事故等対処設備のうち，原子炉建屋の外から水又は

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12



柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

電力を供給する注水設備及び電源設備は，必要となる容量等を有

する設備を 1 基当たり 2 セットに加え，故障時のバックアップ及

び保守点検による待機除外時のバックアップとして，発電所全体

で予備を確保する。 

また，可搬型重大事故等対処設備のうち，負荷に直接接続する

高圧窒素ボンベ（非常用窒素供給系），逃がし安全弁用可搬型蓄電

池等は，必要となる容量等を有する設備を１基当たり 1 セットに

加え，故障時のバックアップ及び保守点検による待機除外時のバ

ックアップとして，発電所全体で予備を確保する。 

上記以外の可搬型重大事故等対処設備は，必要となる容量等を

有する設備を 1 基当たり 1 セットに加え，設備の信頼度等を考慮

し，予備を確保する。 

 

1.1.7.3 環境条件等 

(1) 環境条件 

重大事故等対処設備は，想定される重大事故等が発生した場合

における温度，放射線，荷重及びその他の使用条件において，そ

の機能が有効に発揮できるよう，その設置場所（使用場所）又は

保管場所に応じた耐環境性を有する設計とするとともに，操作が

可能な設計とする。 

重大事故等時の環境条件については，重大事故等における温度

（環境温度，使用温度），放射線，荷重に加えて，その他の使用条

件として環境圧力，湿度による影響，重大事故等時に海水を通水

する系統への影響，自然現象による影響，発電所敷地又はその周

辺において想定される発電用原子炉施設の安全性を損なわせる原

因となるおそれがある事象であって人為によるものの影響及び周

辺機器等からの悪影響を考慮する。 

荷重としては，重大事故等が発生した場合における機械的荷重

に加えて，環境圧力，温度及び自然現象による荷重を考慮する。 

自然現象の選定に当たっては，網羅的に抽出するために，地震，

津波に加え，発電所敷地及びその周辺での発生実績の有無に関わ

らず，国内外の基準や文献等に基づき収集した洪水，風（台風），

竜巻，凍結，降水，積雪，落雷，地滑り，火山の影響，生物学的

事象，森林火災等の事象を考慮する。 

これらの事象のうち，重大事故等時における発電所敷地及びそ

の周辺での発生の可能性，重大事故等対処設備への影響度，事象

進展速度や事象進展に対する時間余裕の観点から，重大事故等時

に重大事故等対処設備に影響を与えるおそれがある事象として，
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地震，津波（敷地に遡上する津波を含む。），風（台風），竜巻，凍

結，降水，積雪及び火山の影響を選定する。これらの事象のうち，

凍結及び降水については，屋外の天候による影響として考慮する。 

自然現象による荷重の組合せについては，地震，津波（敷地に

遡上する津波を含む。），風（台風），積雪及び火山の影響を考慮す

る。 

これらの環境条件のうち，重大事故等時における環境温度，環

境圧力，湿度による影響，屋外の天候による影響，重大事故等時

の放射線による影響及び荷重に対しては，重大事故等対処設備を

設置（使用）又は保管する 

場所に応じて，以下の設備分類ごとに必要な機能を有効に発揮

できる設計とする。 

原子炉格納容器内の重大事故等対処設備は，想定される重大事

故等時における原子炉格納容器内の環境条件を考慮した設計とす

る。また，地震による荷重を考慮して，機能を損なわない設計と

する。操作は，中央制御室から可能な設計とする。 

原子炉建屋原子炉棟内の重大事故等対処設備は，想定される重

大事故等時における環境条件を考慮する。また，地震による荷重

を考慮して，機能を損なわない設計とするとともに，可搬型重大

事故等対処設備は，必要により当該設備の落下防止，転倒防止，

固縛の措置をとる。操作は，中央制御室，異なる区画若しくは離

れた場所又は設置場所で可能な設計とする。 

原子炉建屋付属棟内（中央制御室を含む。），緊急時対策所建屋

内，常設代替高圧電源装置置場（地下階）内，格納容器圧力逃が

し装置格納槽内，常設低圧代替注水系格納槽内，緊急用海水ポン

プピット内及び立坑内の重大事故等対処設備は，重大事故等時に

おけるそれぞれの場所の環境条件を考慮した設計とする。また，

地震による荷重を考慮して，機能を損なわない設計とするととも

に，可搬型重大事故等対処設備は，必要により当該設備の落下防

止，転倒防止，固縛の措置をとる。操作は中央制御室，異なる区

画若しくは離れた場所又は設置場所で可能な設計とする。 

屋外及び常設代替高圧電源装置置場（地上階）の重大事故等対

処設備は，重大事故等時における屋外の環境条件を考慮した設計

とする。操作は，中央制御室，離れた場所又は設置場所で可能な

設計とする。 

また，地震，津波（敷地に遡上する津波を含む。），積雪及び火

山の影響による荷重を考慮して機能を損なわない設計とするとと

もに，風（台風）及び竜巻による風荷重に対しては，風荷重を考
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慮すること又は位置的分散を考慮した設置若しくは保管により，

機能を損なわない設計とする。 

また，可搬型重大事故等対処設備については，必要により当該

設備の落下防止，転倒防止，固縛等の措置をとる。 

海水を通水する系統への影響に対しては，常時海水を通水する，

海に設置する，又は海で使用する重大事故等対処設備は耐腐食性

材料を使用する 

設計とする。常時海水を通水するコンクリート構造物について

は，腐食を考慮した設計とする。使用時に海水を通水する重大事

故等対処設備は，海水の影響を考慮した設計とする。原則，淡水

を通水するが，海水も通水する可能性のある重大事故等対処設備

は，可能な限り淡水を優先し，海水通水を短期間とすることで，

設備への海水の影響を考慮する。また，海から直接取水する際の

異物の流入防止を考慮した設計とする。 

発電所敷地又はその周辺において想定される発電用原子炉施設

の安全性を損なわせる原因となるおそれがある事象であって人為

によるものの選定に当たっては，網羅的に抽出するために，発電

所敷地及びその周辺での発生実績の有無に関わらず，国内外の基

準や文献等に基づき収集した飛来物（航空機落下等），ダムの崩壊，

爆発，近隣工場等の火災，有毒ガス，船舶の衝突，電磁的障害，

故意による大型航空機の衝突その他のテロリズム等の事象を考慮

する。これらの事象のうち，発電所敷地及びその周辺での発生の

可能性，重大事故等対処設備への影響度，事象進展速度や事象進

展に対する時間余裕の観点から，重大事故等対処設備に影響を与

えるおそれがある事象として選定する電磁的障害に対しては，重

大事故等対処設備は，重大事故等時においても電磁波により機能

を損なわない設計とする。 

重大事故等対処設備は，事故対応のために配置・配備している

自主対策設備を含む周辺機器等からの悪影響により機能を損なわ

ない設計とする。 

周辺機器等からの悪影響としては，地震，火災，溢水による波及

的影響を考慮する。 

溢水に対しては，重大事故等対処設備は，想定される溢水によ

り機能を損なわないように，重大事故等対処設備の設置区画の止

水対策等を実施する。 

地震による荷重を含む耐震設計については，「1.3.2 重大事故等

対処施設の耐震設計」に，津波（敷地に遡上する津波を含む。）に

よる荷重を含む耐津波設計については，「1.4.2 重大事故等対処施
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設の耐津波設計」に，火災防護については，「1.5.2 重大事故等対

処施設の火災防護に関する基本方針」に示す。 

 

(2) 重大事故等対処設備の設置場所 

重大事故等対処設備は，想定される重大事故等が発生した場合

においても操作及び復旧作業に支障がないように，放射線量の高

くなるおそれの少ない設置場所の選定，当該設備の設置場所への

遮蔽の設置等により当該設備の設置場所で操作可能な設計，放射

線の影響を受けない異なる区画若しくは離れた場所から遠隔で操

作可能な設計，又は中央制御室遮蔽区域内である中央制御室から

操作可能な設計とする。 

(3) 可搬型重大事故等対処設備の設置場所 

可搬型重大事故等対処設備は，想定される重大事故等が発生し

た場合においても設置及び常設設備との接続に支障がないよう

に，放射線量の高くなるおそれの少ない設置場所の選定，当該設

備の設置場所への遮蔽の設置等により，当該設備の設置及び常設

設備との接続が可能な設計とする。 

 

1.1.7.4 操作性及び試験・検査性 

(1) 操作性の確保 

ａ．操作の確実性 

重大事故等対処設備は，想定される重大事故等が発生した場合

においても操作を確実なものとするため，重大事故等時の環境条

件を考慮し，操作が可能な設計とする。 

操作する全ての設備に対し，十分な操作空間を確保するととも

に，確実な操作ができるよう，必要に応じて操作足場を設置する。

また，防護具，可搬型照明等は重大事故等時に迅速に使用できる

場所に配備する。 

現場操作において工具を必要とする場合は，一般的に用いられ

る工具又は専用の工具を用いて，確実に作業ができる設計とする。

工具は，作業場所の近傍又はアクセスルートの近傍に保管できる

設計とする。可搬型重大事故等対処設備は運搬・設置が確実に行

えるように，人力又は車両等による運搬，移動ができるとともに，

必要により設置場所にてアウトリガの張り出し又は輪留めによる

固定等が可能な設計とする。 

現場の操作スイッチは運転員等の操作性を考慮した設計とす

る。また，電源操作が必要な設備は，感電防止のため露出した充

電部への近接防止を考慮した設計とする。 
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現場において人力で操作を行う弁は，手動操作が可能な設計とす

る。現場での接続操作は，ボルト・ネジ接続，フランジ接続又は

より簡便な接続方式等，接続方式を統一することにより，確実に

接続が可能な設計とする。 

また，重大事故等に対処するために迅速な操作を必要とする機器

は，必要な時間内に操作できるように中央制御室での操作が可能

な設計とする。制御盤の操作器は運転員の操作性を考慮した設計

とする。 

想定される重大事故等において操作する重大事故等対処設備のう

ち動的機器については，その作動状態の確認が可能な設計とする。 

ｂ．系統の切替性 

重大事故等対処設備のうち，本来の用途以外の用途として重大事

故等に対処するために使用する設備は，通常時に使用する系統か

ら速やかに切替操作が可能なように，系統に必要な弁等を設ける

設計とする。 

ｃ．可搬型重大事故等対処設備の常設設備との接続性 

可搬型重大事故等対処設備を常設設備と接続するものについて

は，容易かつ確実に接続できるように，ケーブルはボルト・ネジ

接続又はより簡便な接続方式等を用い，配管は配管径や内部流体

の圧力によって，大口径配管又は高圧環境においてはフランジを

用い，小口径配管かつ低圧環境においてはより簡便な接続方式等

を用いる設計とする。窒素ボンベ，空気ボンベ，タンクローリ等

については，各々専用の接続方式を用いる。 

また，同一ポンプを接続する配管は口径を統一することにより，

複数の系統での接続方式の統一も考慮する。 

ｄ．発電所内の屋外道路及び屋内通路の確保 

想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型重大事故

等対処設備を運搬し，又は他の設備の被害状況を把握するため，

発電所内の道路及び通路が確保できるよう，以下の設計とする。 

 屋外及び屋内において，アクセスルートは，自然現象，発電用

原子炉施設の安全性を損なわせる原因となるおそれがある事象で

あって人為によるもの，溢水及び火災を想定しても，運搬，移動

に支障をきたすことのないよう，迂回路も考慮して複数のアクセ

スルートを確保する。 

なお，想定される重大事故等の収束に必要となる屋外アクセス

ルートは，基準津波の影響を受けない防潮堤内に，基準地震動Ｓ

ｓ及び敷地に遡上する津波の影響を受けないルートを少なくとも

１つ確保する。 
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屋外及び屋内アクセスルートに対する自然現象については，網

羅的に抽出するために，地震，津波に加え，発電所敷地及びその

周辺での発生実績の有無に関わらず，国内外の基準や文献等に基

づき収集した洪水，風（台風），竜巻，凍結，降水，積雪，落雷，

地滑り，火山の影響，生物学的事象，森林火災等の事象を考慮す

る。 

これらの事象のうち，発電所敷地及びその周辺での発生の可能

性，屋外アクセスルートへの影響度，事象進展速度や事象進展に

対する時間余裕の観点から，屋外アクセスルートに影響を与える

おそれがある事象として，地震，津波（敷地に遡上する津波を含

む。），風（台風），竜巻，凍結，降水，積雪，落雷，火山の影響，

生物学的事象，森林火災及び高潮を選定する。 

屋外及び屋内アクセスルートに対する発電所敷地又はその周辺に

おいて想定される発電用原子炉施設の安全性を損なわせる原因と

なるおそれがある事象であって人為によるものについては，網羅

的に抽出するために，発電所敷地及びその周辺での発生実績の有

無に関わらず，国内外の基準や文献等に基づき収集した飛来物（航

空機落下等），ダムの崩壊，爆発，近隣工場等の火災，有毒ガス，

船舶の衝突，電磁的障害，故意による大型航空機の衝突その他の

テロリズム等の事象を考慮する。これらの事象のうち，発電所敷

地及びその周辺での発生の可能性，屋外アクセスルートへの影響

度，事象進展速度や事象進展に対する時間余裕の観点から，屋外

アクセスルートに影響を与えるおそれがある事象として選定 

する飛来物（航空機落下），ダムの崩壊，爆発，近隣工場等の火災，

有毒ガス，船舶の衝突，電磁的障害及び故意による大型航空機の

衝突その他のテロリズムに対して，迂回路も考慮した複数のアク

セスルートを確保する設計とする。 

なお，洪水及びダムの崩壊については，立地的要因により設計

上考慮する必要はない。 

電磁的障害に対しては，道路面が直接影響をうけることはない

ことからアクセスルートへの影響はない。 

屋外アクセスルートに対する地震による影響（周辺構造物等の

損壊，周辺斜面の崩壊及び道路面のすべり），その他自然現象によ

る影響（風（台風）及び竜巻による飛来物，積雪並びに火山の影

響）を想定し，複数のアクセスルートの中から状況を確認し，早

期に復旧可能なアクセスルートを確保するため，障害物を除去可

能なホイールローダを 1 セット 2 台使用する。ホイールロ一ダの

保有数は，1 セット 2 台，故障時及び保守点検による待機除外時

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18



柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

のバックアップ用として 3 台の合計 5 台を分散して保管する設

計とする。 

また，地震による屋外タンクからの溢水及び降水に対しては，

道路上への自然流下も考慮した上で，通行への影響を受けない箇

所にアクセスルートを確保する設計とする。 

津波の影響については，敷地に遡上する津波による遡上高さに

対して十分余裕を見た高さに高所のアクセスルートを確保する設

計とする。 

また，高潮に対しては，通行への影響を受けない敷地高さにア

クセスルートを確保する設計とする。 

凍結，森林火災，飛来物（航空機落下），爆発，近隣工場等の火

災，有毒ガス，船舶の衝突に対しては，迂回路も考慮した複数の

アクセスルートを確保する設計とする。落雷に対しては，道路面

が直接影響を受けることはないため，さらに生物学的事象に対し

ては，容易に排除可能なため，アクセスルートへの影響はない。 

屋外アクセスルートは，地震の影響による周辺斜面の崩壊及び

道路面のすべりで崩壊土砂が広範囲に到達することを想定した上

で，ホイールローダによる崩壊箇所の復旧又は迂回路の通行を行

うことで，通行性を確保できる設計とする。また，不等沈下等に

伴う段差の発生が想定される箇所においては，段差緩和対策等を

行う設計とする。 

屋外アクセスルートは，考慮すべき自然現象のうち凍結及び積

雪に対して，道路については融雪剤を配備し，車両についてはタ

イヤチェーン等を装着することにより通行性を確保できる設計と

する。なお，地震による薬品タンクからの漏えいに対しては，必

要に応じて薬品防護具の着用により通行する。なお，融雪剤の配

備等については，「添付書類十 5.1 重大事故等対策」に示す。 

大規模な自然災害又は故意による大型航空機の衝突その他のテ

ロリズムによる大規模損壊発生時の消火活動等については，「添付

書類十 5.2 大規模な自然災害又は故意による大型航空機の衝突そ

の他のテロリズムへの対応における事項」に示す。 

屋外アクセスルートの地震発生時における，火災の発生防止策

（可燃物収納容器の固縛による転倒防止）及び火災の拡大防止策

（大量の可燃物を内包する変圧器の防油堤の設置）については，

「火災防護計画」に定める。 

屋内アクセスルートは，自然現象として選定する津波（敷地に

遡上する津波を含む。），風（台風），竜巻，凍結，降水，積雪，落

雷，火山の影響，生物学的事象，森林火災及び高潮による影響に
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対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られた建屋内に確

保する設計とする。また，発電所敷地又はその周辺における発電

用原子炉施設の安全性を損なわせる原因となるおそれがある事象

であって人為によるものとして選定する飛来物（航空機落下），爆

発，近隣工場等の火災，有毒ガス及び船舶の衝突に対して，外部

からの衝撃による損傷の防止が図られた建屋内に確保する設計と

する。 

屋内アクセスルートにおいては，機器からの溢水に対してアク

セスルートでの被ばくを考慮した放射線防護具を着用する。 

また，地震時に通行が阻害されないように，アクセスルート上

の資機材の固縛，転倒防止対策及び火災の発生防止対策を実施す

る。万一通行が阻害される場合は迂回する又は乗り越える。 

屋外及び屋内アクセスルートにおいては，被ばくを考慮した放

射線防護具の配備を行い，移動時及び作業時の状況に応じて着用

する。また，夜間及び停電時の確実な運搬や移動のため可搬型照

明設備を配備する。 

これらの運用については，「添付書類十 5.1 重大事故等対策」

に示す。 

(2) 試験・検査性 

重大事故等対処設備は，健全性及び能力を確認するため，発電

用原子炉の運転中又は停止中に必要な箇所の保守点検，試験又は

検査を実施できる 

よう，機能・性能の確認，漏えいの有無の確認，分解点検等が

できる構造とする。また，接近性を考慮して必要な空間等を備え，

構造上接近又は検査が困難である箇所を極力少なくする。 

試験及び検査は，使用前検査，施設定期検査，定期安全管理検

査及び溶接安全管理検査の法定検査に加え，保全プログラムに基

づく点検が実施可能な設計とする。 

発電用原子炉の運転中に待機状態にある重大事故等対処設備

は，発電用原子炉の運転に大きな影響を及ぼす場合を除き，運転

中に定期的な試験又は検査ができる設計とする。また，多様性又

は多重性を備えた系統及び機器にあっては，各々が独立して試験

又は検査ができる設計とする。 

代替電源設備は，電気系統の重要な部分として，適切な定期試

験及び検査が可能な設計とする。 

構造・強度の確認又は内部構成部品の確認が必要な設備は，原

則として分解・開放（非破壊検査を含む。）が可能な設計とし，機

能・性能確認，各部の経年劣化対策及び日常点検を考慮すること
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により，分解・開放が不要なものについては外観の確認が可能な

設計とする。 

 

第 1.1.7-1表 主要な重大事故等対処設備の設備分類等（1/58） 

 

 

 

第 1.1.7-1表 主要な重大事故等対処設備の設備分類等（2/58） 

 

 

第 1.1.7-1表 主要な重大事故等対処設備の設備分類等（3/58） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

  島根２号炉では 43 条

共通１に記載（以下，第

1.1.7－1 表について同

様） 
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第 1.1.7-1表 主要な重大事故等対処設備の設備分類等（4/58） 

 

 

第 1.1.7-1表 主要な重大事故等対処設備の設備分類等（5/58） 
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22



柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

第 1.1.7-1表 主要な重大事故等対処設備の設備分類等（7/58） 
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第 1.1.7-1表 主要な重大事故等対処設備の設備分類等（11/58） 

 

 

第 1.1.7-1表 主要な重大事故等対処設備の設備分類等（12/58） 
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第 1.1.7-1表 主要な重大事故等対処設備の設備分類等（14/58） 
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第 1.1.7-1表 主要な重大事故等対処設備の設備分類等（16/58） 
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第 1.1.7-1表 主要な重大事故等対処設備の設備分類等（19/58） 

 

 

第 1.1.7-1表 主要な重大事故等対処設備の設備分類等（20/58） 

 

 

第 1.1.7-1表 主要な重大事故等対処設備の設備分類等（21/58） 
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第 1.1.7-1表 主要な重大事故等対処設備の設備分類等（23/58） 

 

 

第 1.1.7-1表 主要な重大事故等対処設備の設備分類等（24/58） 
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第 1.1.7-1表 主要な重大事故等対処設備の設備分類等（26/58） 

 

 

第 1.1.7-1表 主要な重大事故等対処設備の設備分類等（27/58） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28



柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

第 1.1.7-1表 主要な重大事故等対処設備の設備分類等（28/58） 

 

 

第 1.1.7-1表 主要な重大事故等対処設備の設備分類等（29/58） 

 

 

第 1.1.7-1表 主要な重大事故等対処設備の設備分類等（30/58） 
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第 1.1.7-1表 主要な重大事故等対処設備の設備分類等（32/58） 

 

 

第 1.1.7-1表 主要な重大事故等対処設備の設備分類等（33/58） 

 

 

第 1.1.7-1表 主要な重大事故等対処設備の設備分類等（34/58） 
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第 1.1.7-1表 主要な重大事故等対処設備の設備分類等（36/58） 

 

 

第 1.1.7-1表 主要な重大事故等対処設備の設備分類等（37/58） 
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第 1.1.7-1表 主要な重大事故等対処設備の設備分類等（39/58） 

 
 

第 1.1.7-1表 主要な重大事故等対処設備の設備分類等（40/58） 
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第 1.1.7-1表 主要な重大事故等対処設備の設備分類等（42/58） 

 

 

第 1.1.7-1表 主要な重大事故等対処設備の設備分類等（43/58） 
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第 1.1.7-1表 主要な重大事故等対処設備の設備分類等（45/58） 

 

 

第 1.1.7-1表 主要な重大事故等対処設備の設備分類等（46/58） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34



柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

第 1.1.7-1表 主要な重大事故等対処設備の設備分類等（47/58） 
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第 1.1.7-1表 主要な重大事故等対処設備の設備分類等（49/58） 

 

 

第 1.1.7-1表 主要な重大事故等対処設備の設備分類等（50/58） 
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第 1.1.7-1表 主要な重大事故等対処設備の設備分類等（52/58） 

 

 

第 1.1.7-1表 主要な重大事故等対処設備の設備分類等（53/58） 

 

 

第 1.1.7-1表 主要な重大事故等対処設備の設備分類等（54/58） 
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第 1.1.7-1表 主要な重大事故等対処設備の設備分類等（56/58） 

 

 

第 1.1.7-1表 主要な重大事故等対処設備の設備分類等（57/58） 
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第 1.1－1図 核物質防護に関する緊急時の組織体制図 
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第 1.1.7－1図 重大事故等対処設備及び保管場所（その１） 

 

 

第 1.1.7－2図 重大事故等対処設備及び保管場所（その２） 

 

 

第 1.1.7－4図 重大事故等対処設備及び保管場所（その３） 
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第 1.1.7－4図 重大事故等対処設備及び保管場所（その４） 

 

 

第 1.1.7－5図 重大事故等対処設備及び保管場所（その５） 

 

 

第 1.1.7－6図 重大事故等対処設備及び保管場所（その６） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40



柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

 

第 1.1.7－7図 重大事故等対処設備及び保管場所（その 7） 

 

 

第 1.1.7－8図 重大事故等対処設備及び保管場所（その８） 

 

 

第 1.1.7－9図 重大事故等対処設備及び保管場所（その９） 
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2.3 重大事故等対処設備に関する基本方針 

2.3.1 多様性、位置的分散、悪影響防止等【43 条 1‐五、43 条 2‐

二,三、43 条 3‐三,五,七】 

【設置許可基準規則】 

（重大事故等対処設備） 

第四十三条 重大事故等対処設備は、次に掲げるものでなければ

ならない 

五 工場等内の他の設備に対して悪影響を及ぼさないもの であ

ること。 

２ 重大事故等対処設備のうち常設のもの（重大事故等対処設備

のうち可搬型のもの（以下「可搬型重大事故等対処設備」と

いう。）と接続するものにあっては、当該可搬型重大事故等対

処設備と接続するために必要な発電用原子炉施設内の常設の

配管、弁、ケーブルその他の機器を含む。以下「常設重大事

故等対処設備」という。）は、前項に定めるもののほか、次に

掲げるものでなければならない。 

二 二以上の発電用原子炉施設において共用するものでない

こと。ただし、二以上の発電用原子炉施設と共用すること

によって当該二以上の発電用原子炉施設の安全性が向上す

る場合であって、同一の工場等内の他の発電用原子炉施設

に対して悪影響を及ぼさない場合は、この限りでない。 

三 常設重大事故防止設備は、共通要因によって設計基準事故

対処設備の安全機能と同時にその機能が損なわれるおそれ

がないよう、適切な措置を講じたものであること。 

３ 可搬型重大事故等対処設備に関しては、第一項に定めるもの

のほか、次に掲げるものでなければならない。 

三 常設設備と接続するものにあっては、共通要因によって接

続することができなくなることを防止するため、可搬型重

大事故等対処設備（原子炉建屋の外から水又は電力を供給

するものに限る。）の接続口をそれぞれ互いに異なる複数の

場所に設けるものであること。 

五 地震、津波その他の自然現象又は故意による大型航空機の

衝突その他のテロリズムによる影響、設計基準事故対処設

備及び重大事故等対処設備の配置その他の条件を考慮した

上で常設重大事故等対処設備と異なる保管場所に保管する

こと。 

七 重大事故防止設備のうち可搬型のものは、共通要因によっ

2.3 重大事故等対処設備の基本設計方針 

2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等【43条 1－五，43条 2

－二，三，43条 3－三，五，七】 

【設置許可基準規則】 

（重大事故等対処設備） 

第四十三条 重大事故等対処設備は、次に掲げるものでなけれ

ばならない 

五 工場等内の他の設備に対して悪影響を及ぼさないものであ

ること。 

２ 重大事故等対処設備のうち常設のもの（重大事故等対処設

備のうち可搬型のもの（以下「可搬型重大事故等対処設備」

という。）と接続するものにあっては、当該可搬型重大事故

等対処設備と接続するために必要な発電用原子炉施設内の常

設の配管、弁、ケーブルその他の機器を含む。以下「常設重

大事故等対処設備」という。）は、前項に定めるもののほか、

次に掲げるものでなければならない。 

 二 二以上の発電用原子炉施設において共用するものでない

こと。ただし、二以上の発電用原子炉施設と共用すること

によって当該二以上の発電用原子炉施設の安全性が向上す

る場合であって、同一の工場等内の他の発電用原子炉施設

に対して悪影響を及ぼさない場合は、この限りでない。 

 三 常設重大事故防止設備は、共通要因によって設計基準事

故対処設備の安全機能と同時にその機能が損なわれるおそ

れがないよう、適切な措置を講じたものであること。 

３ 可搬型重大事故等対処設備に関しては、第一項に定めるも

ののほか、次に掲げるものでなければならない。 

 三 常設設備と接続するものにあっては、共通要因によって

接続することができなくなることを防止するため、可搬型

重大事故等対処設備（原子炉建屋の外から水又は電力を供

給するものに限る。）の接続口をそれぞれ互いに異なる複

数の場所に設けるものであること。 

 五 地震、津波その他の自然現象又は故意による大型航空機

の衝突その他のテロリズムによる影響、設計基準事故対処

設備及び重大事故等対処設備の配置その他の条件を考慮し

た上で常設重大事故等対処設備と異なる保管場所に保管す

ること。 

 七 重大事故防止設備のうち可搬型のものは、共通要因によ

2.3 重大事故等対処設備に関する基本方針 

2.3.1 多様性、位置的分散、悪影響防止等【43 条 1‐五、43 条 2‐

二,三、43 条 3‐三,五,七】 

【設置許可基準規則】 

（重大事故等対処設備） 

第四十三条 重大事故等対処設備は、次に掲げるものでなければ

ならない 

五 工場等内の他の設備に対して悪影響を及ぼさないものであ

ること。 

２ 重大事故等対処設備のうち常設のもの（重大事故等対処設備

のうち可搬型のもの（以下「可搬型重大事故等対処設備」と

いう。）と接続するものにあっては、当該可搬型重大事故等対

処設備と接続するために必要な発電用原子炉施設内の常設の

配管、弁、ケーブルその他の機器を含む。以下「常設重大事

故等対処設備」という。）は、前項に定めるもののほか、次に

掲げるものでなければならない。 

二 二以上の発電用原子炉施設において共用するものでない

こと。ただし、二以上の発電用原子炉施設と共用すること

によって当該二以上の発電用原子炉施設の安全性が向上す

る場合であって、同一の工場等内の他の発電用原子炉施設

に対して悪影響を及ぼさない場合は、この限りでない。 

三 常設重大事故防止設備は、共通要因によって設計基準事故

対処設備の安全機能と同時にその機能が損なわれるおそれ

がないよう、適切な措置を講じたものであること。 

３ 可搬型重大事故等対処設備に関しては、第一項に定めるもの

のほか、次に掲げるものでなければならない。 

三 常設設備と接続するものにあっては、共通要因によって接

続することができなくなることを防止するため、可搬型重

大事故等対処設備（原子炉建屋の外から水又は電力を供給

するものに限る。）の接続口をそれぞれ互いに異なる複数の

場所に設けるものであること。 

五 地震、津波その他の自然現象又は故意による大型航空機の

衝突その他のテロリズムによる影響、設計基準事故対処設

備及び重大事故等対処設備の配置その他の条件を考慮した

上で常設重大事故等対処設備と異なる保管場所に保管する

こと。 

七 重大事故防止設備のうち可搬型のものは、共通要因によっ
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て、設計基準事故対処設備の安全機能、使用済燃料貯蔵槽

の冷却機能若しくは注水機能又は常設重大事故防止設備の

重大事故に至るおそれがある事故に対処するために必要な

機能と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう、適

切な措置を講じたものであること。 

(解釈) 

１ 第１項から第３項までに規定する「想定される重大事故

等」とは、本規程第３７条において想定する事故シーケン

スグループ（炉心の著しい損傷後の原子炉格納容器の機能

に期待できるものにあっては、計画された対策が想定する

もの。）、想定する格納容器破損モード、使用済燃料貯蔵槽

内における想定事故及び想定する運転停止中事故シーケン

スグループをいう。 

３ 第１項第５号に規定する「他の設備」とは、設計基準対象

施設だけでなく、当該重大事故等対処設備以外の重大事故

等対処設備も含む。 

４ 第２項第３号及び第３項第７号に規定する「適切な措置を

講じたもの」とは、可能な限り多様性を考慮したものをい

う。 

６ 第３項第３号について、複数の機能で一つの接続口を使用

する場合は、それぞれの機能に必要な容量（同時に使用す

る可能性がある場合は、合計の容量）を確保することがで

きるように接続口を設けること。 

７ 第３項第５号について、可搬型重大事故等対処設備の保管場

所は、故意による大型航空機の衝突も考慮すること。例えば原

子炉建屋から 100m 以上離隔をとり、原子炉建屋と同時に影響

を受けないこと。又は、故意による大型航空機の衝突に対して

頑健性を有すること。 
 

って、設計基準事故対処設備の安全機能、使用済燃料貯蔵

槽の冷却機能若しくは注水機能又は常設重大事故防止設備

の重大事故に至るおそれがある事故に対処するために必要

な機能と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう、

適切な措置を講じたものであること。 

（解釈） 

１ 第1項から第3項までに規定する「想定される重大事故等」

とは、本規程第37条において想定する事故シーケンスグルー

プ（炉心の著しい損傷後の原子炉格納容器の機能に期待でき

るものにあっては、計画された対策が想定するもの。）、想

定する格納容器破損モード、使用済燃料貯蔵槽内における想

定事故及び想定する運転停止中事故シーケンスグループをい

う。 

３ 第1項第5号に規定する「他の設備」とは、設計基準対象施

設だけでなく、当該重大事故等対処設備以外の重大事故等対

処設備も含む。 

４ 第2項第3号及び第3項第7号に規定する「適切な措置を講じ

たもの」とは、共通要因の特性を踏まえ、可能な限り多様性

を考慮したものをいう。 

６ 第3項第3号について、複数の機能で一つの接続口を使用す

る場合は、それぞれの機能に必要な容量（同時に使用する可

能性がある場合は、合計の容量）を確保することができるよ

うに接続口を設けること。 

７ 第3項第5号について、可搬型重大事故等対処設備の保管場

所は、故意による大型航空機の衝突も考慮すること。例えば

原子炉建屋から100m以上離隔をとり、原子炉建屋と同時に影

響を受けないこと。又は、故意による大型航空機の衝突に対

して頑健性を有すること。 

 

て、設計基準事故対処設備の安全機能、使用済燃料貯蔵槽

の冷却機能若しくは注水機能又は常設重大事故防止設備の

重大事故に至るおそれがある事故に対処するために必要な

機能と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう、適

切な措置を講じたものであること。 

(解釈) 

１ 第１項から第３項までに規定する「想定される重大事故

等」とは、本規程第３７条において想定する事故シーケン

スグループ（炉心の著しい損傷後の原子炉格納容器の機能

に期待できるものにあっては、計画された対策が想定する

もの。）、想定する格納容器破損モード、使用済燃料貯蔵槽

内における想定事故及び想定する運転停止中事故シーケン

スグループをいう。 

３ 第１項第５号に規定する「他の設備」とは、設計基準対象

施設だけでなく、当該重大事故等対処設備以外の重大事故

等対処設備も含む。 

４ 第２項第３号及び第３項第７号に規定する「適切な措置を

講じたもの」とは、共通要因の特性を踏まえ、可能な限り

多様性を考慮したものをいう。 

６ 第３項第３号について、複数の機能で一つの接続口を使用

する場合は、それぞれの機能に必要な容量（同時に使用す

る可能性がある場合は、合計の容量）を確保することがで

きるように接続口を設けること。 

７ 第３項第５号について、可搬型重大事故等対処設備の保管場

所は、故意による大型航空機の衝突も考慮すること。例え

ば原子炉建屋から 100m 以上離隔をとり、原子炉建屋と同

時に影響を受けないこと。又は、故意による大型航空機の

衝突に対して頑健性を有すること。 
 

(1) 多様性，位置的分散 

共通要因としては，環境条件，自然現象，発電所敷地又は

その周辺において想定される発電用原子炉施設の安全性を損

なわせる原因となるおそれがある事象であって人為によるも

の（外部人為事象），溢水，火災及びサポート系の故障を考慮

する。 

発電所敷地で想定される自然現象については，網羅的に抽

出するために，地震，津波に加え，発電所敷地及びその周辺

での発生実績の有無に関わらず，国内外の基準や文献等に基

(1) 多様性，位置的分散 

共通要因としては，環境条件，自然現象，発電所敷地又は

その周辺において想定される発電用原子炉施設の安全性を

損なわせる原因となるおそれがある事象であって人為によ

るもの（外部人為事象），溢水，火災及びサポート系の故障

を考慮する。 

発電所敷地で想定される自然現象については，網羅的に抽

出するために，地震，津波に加え，発電所敷地及びその周辺

での発生実績の有無に関わらず，国内外の基準や文献等に基

(1) 多様性，位置的分散 

共通要因としては，環境条件，自然現象，発電所敷地又は

その周辺において想定される発電用原子炉施設の安全性を

損なわせる原因となるおそれがある事象であって人為によ

るもの（外部人為事象），溢水，火災及びサポート系の故障

を考慮する。 

発電所敷地で想定される自然現象については，網羅的に抽

出するために，地震，津波に加え，発電所敷地及びその周辺

での発生実績の有無に関わらず，国内外の基準や文献等に基
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づき収集した洪水，風（台風），竜巻，凍結，降水，積雪，落

雷，地滑り，火山の影響，生物学的事象，森林火災等の事象

を考慮する。これらの事象のうち，発電所敷地及びその周辺

での発生の可能性，重大事故等対処設備への影響度，事象進

展速度や事象進展に対する時間余裕の観点から，重大事故等

対処設備に影響を与えるおそれがある事象として，地震，津

波，風（台風），竜巻，低温（凍結），降水，積雪，落雷，地

滑り，火山の影響及び生物学的事象を選定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，設計基準事故対処設備等と重大事故等対処設備に対

する共通要因としては，地震，津波，風（台風），竜巻，低温

（凍結），降水，積雪，落雷，地滑り，火山の影響及び生物学

的事象を選定する。なお，森林火災の出火原因となるのは，

たき火やタバコ等の人為によるものが大半であることを考慮

し，森林火災については，人為によるもの（火災・爆発）と

して選定する。 

 

自然現象の組合せについては，地震，積雪及び火山の影響

を考慮する。 

発電所敷地又はその周辺において想定される発電用原子炉

づき収集した洪水，風（台風），竜巻，凍結，降水，積雪，落

雷，地滑り，火山の影響，生物学的事象，森林火災等の事象

を考慮する。これらの事象のうち，発電所敷地及びその周辺

での発生の可能性，重大事故等対処設備への影響度，事象進

展速度や事象進展に対する時間余裕の観点から，重大事故等

対処設備に影響を与えるおそれがある事象として，地震，津

波（基準津波を超え敷地に遡上する津波（以下「敷地に遡上

する津波」という。）を含む。），風（台風），竜巻，凍結，降

水，積雪，落雷，火山の影響，生物学的事象，森林火災及び

高潮を選定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  自然現象の組合せについては，地震，津波（敷地に遡上す

る津波を含む。），風（台風），積雪及び火山の影響を考慮する。 

  発電所敷地又はその周辺において想定される発電用原子炉

づき収集した洪水，風（台風），竜巻，凍結，降水，積雪，

落雷，地滑り，火山の影響，生物学的事象，森林火災等の事

象を考慮する。これらの事象のうち，発電所敷地及びその周

辺での発生の可能性，重大事故等対処設備への影響度，事象

進展速度や事象進展に対する時間余裕の観点から，重大事故

等対処設備に影響を与えるおそれがある事象として，地震，

津波，洪水，風（台風），竜巻，凍結，降水，積雪，落雷，

地滑り，火山の影響及び生物学的事象を選定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，設計基準事故対処設備等と重大事故等対処設備に対

する共通要因としては，地震，津波，洪水，風（台風），竜

巻，凍結，降水，積雪，落雷，地滑り，火山の影響及び生物

学的事象を選定する。なお，森林火災の出火原因となるのは，

たき火やタバコ等の人為によるものが大半であることを考

慮し，森林火災については，人為によるもの（火災・爆発）

として選定する。 

 

自然現象の組合せについては，地震，津波，風（台風），

積雪及び火山の影響を考慮する。 

発電所敷地又はその周辺において想定される発電用原子

 

 

 

 

 

 

・選定事象の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

第６条に準じた事象

スクリーニングの相違

による選定事象の相違

（以下，②の相違） 

・選定事象の相違 

【東海第二】 

  島根２号炉は，津波特

有の事故シーケンスを

事故シーケンスグルー

プとして選定していな

いため，敷地に遡上する

津波について記載して

いない（以下，③の相違） 

・選定事象の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，重大事

故等対処設備に影響を

与えるおそれがある事

象として，地滑りを選定 

 

・選定事象の相違 

【東海第二】 

  島根２号炉は，森林火

災を人為事象として選

定している（以下，④の

相違） 

 

・選定事象の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

②，③の相違 
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施設の安全性を損なわせる原因となるおそれがある事象であ

って人為によるものについては，網羅的に抽出するために，

発電所敷地及びその周辺での発生実績の有無に関わらず，国

内外の基準や文献等に基づき収集した飛来物（航空機落下

等），ダムの崩壊，爆発，近隣工場等の火災，有毒ガス，船舶

の衝突，電磁的障害，故意による大型航空機の衝突その他の

テロリズム等の事象を考慮する。これらの事象のうち，発電

所敷地及びその周辺での発生の可能性，重大事故等対処設備

への影響度，事象進展速度や事象進展に対する時間余裕の観

点から，重大事故等対処設備に影響を与えるおそれがある事

象として，火災・爆発（森林火災，近隣工場等の火災・爆発，

航空機落下火災等），有毒ガス，船舶の衝突，電磁的障害及び

故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムを選定す

る。また，設計基準事故対処設備等と重大事故等対処設備に

対する共通要因としては，火災・爆発（森林火災，近隣工場

等の火災・爆発，航空機落下火災等），有毒ガス，船舶の衝突，

電磁的障害及び故意による大型航空機の衝突その他のテロリ

ズムを選定する。 

 

 

故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムについて

は，可搬型重大事故等対処設備による対策を講じることとす

る。 

建屋については，地震，津波，火災及び外部からの衝撃に

よる損傷を防止できる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重大事故緩和設備についても，可能な限り多様性を考慮す

る。 

 

 

施設の安全性を損なわせる原因となるおそれがある事象であ

って人為によるものについては，網羅的に抽出するために，

発電所敷地及びその周辺での発生実績の有無に関わらず，国

内外の基準や文献等に基づき収集した飛来物（航空機落下

等），ダムの崩壊，爆発，近隣工場等の火災，有毒ガス，船舶

の衝突，電磁的障害，故意による大型航空機の衝突その他の

テロリズム等の事象を考慮する。これらの事象のうち，発電

所敷地及びその周辺での発生の可能性，重大事故等対処設備

への影響度，事象進展速度や事象進展に対する時間余裕の観

点から，重大事故等対処設備に影響を与えるおそれがある事

象として，飛来物（航空機落下），ダムの崩壊，爆発，近隣工

場等の火災，有毒ガス，船舶の衝突，電磁的障害及び故意に

よる大型航空機の衝突その他のテロリズムを選定する。また，

設計基準事故対処設備等と重大事故等対処設備に対する共通

要因としては，飛来物（航空機落下），ダムの崩壊，爆発，近

隣工場等の火災，有毒ガス，船舶の衝突，電磁的障害及び故

意による大型航空機の衝突その他のテロリズムを選定する。 

 

 

 

  故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムについて

は，可搬型重大事故等対処設備による対策を講じることとす

る。 

  主要な重大事故等対処施設である原子炉建屋原子炉棟，原

子炉建屋付属棟，緊急時対策所建屋，常設代替高圧電源装置

置場，格納容器圧力逃がし装置格納槽，常設低圧代替注水系

ポンプ室，緊急用海水ポンプピット，常設代替高圧電源装置

用カルバート（立坑部），常設代替高圧電源装置用カルバート

（トンネル部），常設代替高圧電源装置用カルバート（カルバ

ート部），格納容器圧力逃がし装置用配管カルバート，常設低

圧代替注水系配管カルバート，緊急用海水系配管カルバート

（以下「建屋等」という。）については，地震，津波（敷地に

遡上する津波を含む。），火災及び外部からの衝撃による損傷

を防止できる設計とする。 

  重大事故緩和設備についても，共通要因の特性を踏まえ，

可能な限り多様性を有し，位置的分散を図ることを考慮する。 

 

 

炉施設の安全性を損なわせる原因となるおそれがある事象

であって人為によるものについては，網羅的に抽出するため

に，発電所敷地及びその周辺での発生実績の有無に関わら

ず，国内外の基準や文献等に基づき収集した飛来物（航空機

落下等），ダムの崩壊，爆発，近隣工場等の火災，有毒ガス，

船舶の衝突，電磁的障害，故意による大型航空機の衝突その

他のテロリズム等の事象を考慮する。これらの事象のうち，

発電所敷地及びその周辺での発生の可能性，重大事故等対処

設備への影響度，事象進展速度や事象進展に対する時間余裕

の観点から，重大事故等対処設備に影響を与えるおそれがあ

る事象として，飛来物（航空機落下），ダムの崩壊，火災・

爆発（森林火災，近隣工場等の火災・爆発，航空機落下火災

等），有毒ガス，船舶の衝突，電磁的障害及び故意による大

型航空機の衝突その他のテロリズムを選定する。また，設計

基準事故対処設備等と重大事故等対処設備に対する共通要

因としては，飛来物（航空機落下），ダムの崩壊，火災・爆

発（森林火災，近隣工場等の火災・爆発，航空機落下火災等），

有毒ガス，船舶の衝突，電磁的障害及び故意による大型航空

機の衝突その他のテロリズムを選定する。 

 

故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムについ

ては，可搬型重大事故等対処設備による対策を講じることと

する。 

建物については，地震，津波，火災及び外部からの衝撃に

よる損傷を防止できる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重大事故緩和設備についても，共通要因の特性を踏まえ，

可能な限り多様性を有し，位置的分散を図ること考慮する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・選定事象の相違 

【柏崎 6/7】 

②の相違 

 

 

・選定事象の相違 

【柏崎 6/7】 

②の相違 
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a.常設重大事故等対処設備（第四十三条 第２項 第三号） 

常設重大事故防止設備は，設計基準事故対処設備及び使用

済燃料プールの冷却機能又は注水機能を有する設備（以下「設

計基準事故対処設備等」という。）の安全機能と共通要因によ

って同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，可能な

限り多様性，独立性，位置的分散を考慮して適切な措置を講

じる設計とする。ただし，常設重大事故防止設備のうち，計

装設備について，重要代替監視パラメータ（当該パラメータ

の他チャンネルの計器を除く。）による推定は，重要監視パラ

メータと異なる物理量又は測定原理とする等，重要監視パラ

メータに対して可能な限り多様性を有する方法により計測で

きる設計とする。重要代替監視パラメータは重要監視パラメ

ータと可能な限り位置的分散を図る設計とする。 

環境条件に対しては，想定される重大事故等が発生した場

合における温度，放射線，荷重及びその他の使用条件におい

て，常設重大事故防止設備がその機能を確実に発揮できる設

計とする。重大事故等時の環境条件における健全性について

は「2.3.3 環境条件等」に記載する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

常設重大事故防止設備は，「原子炉建屋等の基礎地盤及び

周辺斜面の安定性について」に示す地盤上に設置する。 

なお，常設重大事故防止設備（設計基準拡張）（当該設備

が属する耐震重要度分類が S クラスのもの）及び常設重大事

故緩和設備（設計基準拡張）については，「原子炉建屋等の基

礎地盤及び周辺斜面の安定性について」に示す耐震重要施設

並びに常設耐震重要重大事故防止設備及び重大事故緩和設備

ａ．常設重大事故等対処設備 

 常設重大事故防止設備は，設計基準事故対処設備等の安全

機能と共通要因によって同時にその機能が損なわれるおそれ

がないよう，共通要因の特性を踏まえ，可能な限り多様性，

独立性，位置的分散を考慮して適切な措置を講じる設計とす

る。ただし，常設重大事故防止設備のうち，計装設備につい

て，重要代替監視パラメータ（当該パラメータの他チャンネ

ルの計器を除く。）による推定は，重要監視パラメータと異な

る物理量又は測定原理とする等，重要監視パラメータに対し

て可能な限り多様性を有する方法により計測できる設計とす

る。重要代替監視パラメータは重要監視パラメータと可能な

限り位置的分散を図る設計とする。 

 

 環境条件に対しては，想定される重大事故等が発生した場合

における温度，放射線，荷重及びその他の使用条件において，

常設重大事故防止設備がその機能を確実に発揮できる設計とす

る。重大事故等時の環境条件における健全性については，

「1.1.7.3 環境条件等」に記載する。風（台風）及び竜巻のう

ち風荷重，凍結，降水，積雪，火山の影響並びに電磁的障害に

対して常設重大事故防止設備は，環境条件にて考慮し機能が損

なわれない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 常設重大事故防止設備は，「1.9 発電用原子炉設置変更許可

申請に係る安全設計の方針」に基づく地盤に設置する。 

 

 

 

 

 

a.常設重大事故等対処設備（第四十三条 第２項 第三号） 

常設重大事故防止設備は，設計基準事故対処設備及び燃料

プールの冷却機能又は注水機能を有する設備の安全機能と共

通要因によって同時にその機能が損なわれるおそれがないよ

う，共通要因の特性を踏まえ，可能な限り多様性，独立性，

位置的分散を考慮して適切な措置を講じる設計とする。ただ

し，常設重大事故防止設備のうち，計装設備について，重要

代替監視パラメータ（当該パラメータの他チャンネルの計器

を除く。）による推定は，重要監視パラメータと異なる物理量

又は測定原理とする等，重要監視パラメータに対して可能な

限り多様性を有する方法により計測できる設計とする。重要

代替監視パラメータは重要監視パラメータと可能な限り位置

的分散を図る設計とする。 

環境条件に対しては，想定される重大事故等が発生した場

合における温度，放射線，荷重及びその他の使用条件におい

て，常設重大事故防止設備がその機能を確実に発揮できる設

計とする。重大事故等時の環境条件における健全性について

は「2.3.3 環境条件等」に記載する。風（台風），凍結，降水，

積雪及び電磁的障害に対して常設重大事故防止設備は，環境

条件にて考慮し機能が損なわれない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

常設重大事故防止設備は，「原子炉建物等の基礎地盤及び

周辺斜面の安定性について」に示す地盤上に設置する。 

なお，常設重大事故防止設備（設計基準拡張）（当該設備

が属する耐震重要度分類がＳクラスのもの）及び常設重大事

故緩和設備（設計基準拡張）については，「原子炉建物等の

基礎地盤及び周辺斜面の安定性について」に示す耐震重要施

設並びに常設耐震重要重大事故防止設備及び重大事故緩和

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設計方針の相違  

【東海第二】  

  島根２号炉は，ＳＡ事

象と重畳する自然現象

の規模を検討し，環境条

件として地震，風（台

風），凍結，降水，積雪

を考慮することとして

いる。 

このうち荷重として

作用する地震，風（台

風），積雪について組合

せを考慮する（以下，⑤

の相違） 

 

 

・設備分類の相違 

【東海第二】 

東海第二は，設計基準

拡張という設備分類を

設けていない 
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を設置する重大事故等対処施設下の地盤に設置する。 

常設重大事故防止設備は，地震，津波及び火災に対して，

「2.1.2 耐震設計の基本方針」，「2.1.3 津波による損傷の防

止」及び「2.2 火災による損傷の防止」に基づく設計とする。 

 

 

 

 

地震，津波，溢水及び火災に対して常設重大事故防止設備

は，設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれが

ないように，可能な限り設計基準事故対処設備等と位置的分

散を図る。 

風（台風），竜巻，低温（凍結），降水，積雪，落雷，地滑

り，火山の影響，生物学的事象，火災・爆発（森林火災，近

隣工場等の火災・爆発，航空機落下火災等），有毒ガス，船舶

の衝突及び電磁的障害に対して，常設重大事故防止設備は，

外部からの衝撃による損傷の防止が図られた建屋内に設置す

るか，又は設計基準事故対処設備等と同時に機能が損なわれ

ないように，設計基準事故対処設備等と位置的分散を図り，

屋外に設置する。 

落雷に対して常設代替交流電源設備は，避雷設備等により

防護する設計とする。 

生物学的事象のうちネズミ等の小動物に対して屋外の常設

重大事故防止設備は，侵入防止対策により重大事故等に対処

するために必要な機能が損なわれるおそれのない設計とす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

常設重大事故防止設備は，地震，津波（敷地に遡上する津波

を含む。）及び火災に対しては，「1.3.2 重大事故等対処施設の

耐震設計」，「1.4.2 重大事故等対処施設の耐津波設計」及び

「1.5.2 重大事故等対処施設の火災防護に関する基本方針」に

基づく設計とする。溢水に対しては，可能な限り多様性を有し，

位置的分散を図ることで，想定する溢水水位に対して同時に機

能を損なうことのない設計とする。 

地震，津波（敷地に遡上する津波を含む。），溢水及び火災に

対して常設重大事故防止設備は，設計基準事故対処設備等と同

時に機能を損なうおそれがないように，可能な限り設計基準事

故対処設備等と位置的分散を図る。 

 風（台風），竜巻，凍結，降水，積雪，落雷，火山の影響，生

物学的事象，森林火災，爆発，近隣工場等の火災，有毒ガス，

船舶の衝突及び電磁的障害に対して，常設重大事故防止設備は，

外部からの衝撃による損傷の防止が図られた建屋等内に設置す

るか，又は設計基準事故対処設備等と同時に機能が損なわれな

いように，設計基準事故対処設備等と位置的分散を図り，屋外

に設置する。 

 

 落雷に対して常設代替交流電源設備は，避雷設備等により防

護する設計とする。 

 生物学的事象のうちネズミ等の小動物に対して屋外の常設重

大事故防止設備は，侵入防止対策により重大事故等に対処する

ために必要な機能が損なわれるおそれのない設計とする。 

 

生物学的事象のうちクラゲ等の海生生物からの影響を受ける

おそれのある常設重大事故防止設備は，侵入防止対策により重

大事故等に対処するための必要な機能が損なわれるおそれのな

い設計とする。 

 

 

 高潮に対して常設重大事故防止設備（非常用取水設備は除

く。）は，高潮の影響を受けない敷地高さに設置する。 

 

 飛来物（航空機落下）に対して常設重大事故防止設備は，設

計基準事故対処設備等と同時にその機能が損なわれないよう

に，設計基準事故対処設備等と位置的分散を図り設置する。 

設備を設置する重大事故等対処施設下の地盤に設置する。 

常設重大事故防止設備は，地震，津波及び火災に対して，

「2.1.2 耐震設計の基本方針」，「2.1.3 津波による損傷の防

止」及び「2.2 火災による損傷の防止」に基づく設計とする。 

 

 

 

 

地震，津波，溢水及び火災に対して常設重大事故防止設備

は，設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれが

ないように，可能な限り設計基準事故対処設備等と位置的分

散を図る。 

風（台風），竜巻，凍結，降水，積雪，落雷，地滑り，火

山の影響，生物学的事象，火災・爆発（森林火災，近隣工場

等の火災・爆発，航空機落下火災等），有毒ガス，船舶の衝

突及び電磁的障害に対して，常設重大事故防止設備は，外部

からの衝撃による損傷の防止が図られた建物内に設置する

か，又は設計基準事故対処設備等と同時に機能が損なわれな

いように，設計基準事故対処設備等と位置的分散を図り，屋

外に設置する。 

落雷に対して常設代替交流電源設備は，避雷設備等により

防護する設計とする。 

生物学的事象のうちネズミ等の小動物に対して屋外の常

設重大事故防止設備は，侵入防止対策により重大事故等に対

処するために必要な機能が損なわれるおそれのない設計と

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

飛来物（航空機落下）に対して常設重大事故防止設備は，

設計基準事故対処設備等と同時にその機能が損なわれない

ように，設計基準事故対処設備等と位置的分散を図り設置す

 

 

 

 

 

 

 

 

・選定事象の相違 

【東海第二】 

 ③の相違 

 

・選定事象の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉は，重大事

故等対処設備に影響を

与えるおそれがある事

象として，地滑りを選定 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

東海第二の緊急用海

水系に対する記載であ

り，島根２号炉には当該

設備なし 

・選定事象の相違 

【東海第二】 

②の相違 

・選定事象の相違 

【柏崎 6/7】 

②の相違 
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常設重大事故緩和設備についても，可能な限り上記を考慮し

て多様性，位置的分散を図る設計とする。 

 

サポート系の故障に対しては，系統又は機器に供給される電

力，空気，油，冷却水を考慮し，常設重大事故防止設備は設

計基準事故対処設備等と異なる駆動源，冷却源を用いる設計，

又は駆動源，冷却源が同じ場合は別の手段が可能な設計とす

る。また，常設重大事故防止設備は，設計基準事故対処設備

等と可能な限り異なる水源をもつ設計とする。 

 

b. 可搬型重大事故等対処設備（第四十三条 第３項 第五号及び

第七号） 

可搬型重大事故防止設備は，設計基準事故対処設備等又は

常設重大事故防止設備と共通要因によって同時にその機能が

損なわれるおそれがないよう，可能な限り多様性，独立性，

位置的分散を考慮して適切な措置を講じた設計とする。 

 

また，可搬型重大事故等対処設備は，地震，津波，その他

の自然現象又は故意による大型航空機の衝突その他のテロリ

ズム，設計基準事故対処設備等及び重大事故等対処設備の配

置その他の条件を考慮した上で常設重大事故等対処設備と異

なる保管場所に保管する設計とする。 

環境条件に対しては，想定される重大事故等が発生した場

合における温度，放射線，荷重及びその他の使用条件におい

て，可搬型重大事故等対処設備がその機能を確実に発揮でき

る設計とする。重大事故等時の環境条件における健全性につ

いては「2.3.3 環境条件等」に記載する。 

 

 

 

 

地震に対して，屋内の可搬型重大事故等対処設備は，「原子

炉建屋等の基礎地盤及び周辺斜面の安定性について」に示す

地盤上に設置する建屋内に保管する。屋外の可搬型重大事故

 

 なお，洪水及びダムの崩壊については，立地的要因により設

計上考慮する必要はない。 

 

常設重大事故緩和設備についても，共通要因の特性を踏まえ，

可能な限り上記を考慮して多様性，位置的分散を図る設計とす

る。 

 サポート系の故障に対しては，系統又は機器に供給される電

力，空気，油，冷却水を考慮し，常設重大事故防止設備は設計

基準事故対処設備等と異なる駆動源，冷却源を用いる設計，又

は駆動源，冷却源が同じ場合は別の手段が可能な設計とする。

また，常設重大事故防止設備は設計基準事故対処設備等と可能

な限り異なる水源をもつ設計とする。 

 

ｂ．可搬型重大事故等対処設備 

 

 可搬型重大事故防止設備は，設計基準事故対処設備等又は常

設重大事故防止設備と共通要因によって同時にその機能が損な

われるおそれがないよう，共通要因の特性を踏まえ，可能な限

り多様性，独立性，位置的分散を考慮して適切な措置を講じる

設計とする。 

 また，可搬型重大事故等対処設備は，地震，津波（敷地に遡

上する津波を含む。），その他の自然現象又は故意による大型航

空機の衝突その他のテロリズム，設計基準事故対処設備等及び

重大事故等対処設備の配置その他の条件を考慮した上で常設重

大事故等対処設備と異なる保管場所に保管する設計とする。 

 環境条件に対しては，想定される重大事故等が発生した場合

における温度，放射線，荷重及びその他の使用条件において，

可搬型重大事故等対処設備がその機能を確実に発揮できる設計

とする。重大事故等時の環境条件における健全性については

「1.1.7.3 環境条件等」に記載する。風（台風）及び竜巻のう

ち風荷重，凍結，降水，積雪，火山の影響並びに電磁的障害に

対して可搬型重大事故等対処設備は，環境条件にて考慮し機能

が損なわれない設計とする。 

 

 地震に対して，屋内の可搬型重大事故等対処設備は，「1.9 発

電用原子炉設置変更許可申請に係る安全設計の方針」に基づく

地盤上に設置する建屋内に保管する。屋外の可搬型重大事故等

る。 

なお，洪水及びダムの崩壊については，立地的要因により

設計上考慮する必要はない。 

 

常設重大事故緩和設備についても，共通要因の特性を踏ま

え，可能な限り上記を考慮して多様性，位置的分散を図る設

計とする。 

サポート系の故障に対しては，系統又は機器に供給される

電力，空気，油，冷却水を考慮し，常設重大事故防止設備は

設計基準事故対処設備等と異なる駆動源，冷却源を用いる設

計，又は駆動源，冷却源が同じ場合は別の手段が可能な設計

とする。また，常設重大事故防止設備は，設計基準事故対処

設備等と可能な限り異なる水源をもつ設計とする。 

 

b.可搬型重大事故等対処設備（第四十三条 第３項 第五号及

び第七号） 

可搬型重大事故防止設備は，設計基準事故対処設備等又は

常設重大事故防止設備と共通要因によって同時にその機能が

損なわれるおそれがないよう，共通要因の特性を踏まえ，可

能な限り多様性，独立性，位置的分散を考慮して適切な措置

を講じた設計とする。 

また，可搬型重大事故等対処設備は，地震，津波，その他

の自然現象又は故意による大型航空機の衝突その他のテロリ

ズム，設計基準事故対処設備等及び重大事故等対処設備の配

置その他の条件を考慮した上で常設重大事故等対処設備と異

なる保管場所に保管する設計とする。 

環境条件に対しては，想定される重大事故等が発生した場

合における温度，放射線，荷重及びその他の使用条件におい

て，可搬型重大事故等対処設備がその機能を確実に発揮でき

る設計とする。重大事故等時の環境条件における健全性につ

いては「2.3.3 環境条件等」に記載する。風（台風），凍結，

降水，積雪及び電磁的障害に対して可搬型重大事故等対処設

備は，環境条件にて考慮し機能が損なわれない設計とする。 

 

 

地震に対して，屋内の可搬型重大事故等対処設備は，「原子

炉建物等の基礎地盤及び周辺斜面の安定性について」に示す

地盤上に設置する建物内に保管する。屋外の可搬型重大事故

 

・選定事象の相違 

【柏崎 6/7】 

②の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・選定事象の相違 

【東海第二】 

 ③の相違 

 

 

 

 

 

 

・設計方針の相違  

【東海第二】  

⑤の相違 
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等対処設備は，転倒しないことを確認する，又は必要により

固縛等の処置をするとともに，地震により生ずる敷地下斜面

のすべり，液状化又は揺すり込みによる不等沈下，傾斜及び

浮き上がり，地盤支持力の不足，地中埋設構造物の損壊等の

影響により必要な機能を喪失しない位置に保管する。 

地震及び津波に対して可搬型重大事故等対処設備は，

「2.1.2 耐震設計の基本方針」，「2.1.3 津波による損傷の防

止」にて考慮された設計とする。 

 

 

火災に対して，可搬型重大事故等対処設備は「2.2 火災に

よる損傷の防止」に基づく火災防護を行う。 

 

地震，津波，溢水及び火災に対して可搬型重大事故等対処

設備は，設計基準事故対処設備等及び常設重大事故等対処設

備と同時に機能を損なうおそれがないように，設計基準事故

対処設備等の配置も含めて常設重大事故等対処設備と位置的

分散を図り複数箇所に分散して保管する設計とする。 

 

風（台風），竜巻，低温（凍結），降水，積雪，落雷，地滑

り，火山の影響，生物学的事象，火災・爆発（森林火災，近

隣工場等の火災・爆発，航空機落下火災等），有毒ガス，船舶

の衝突及び電磁的障害に対して，可搬型重大事故等対処設備

は，外部からの衝撃による損傷の防止が図られた建屋内に保

管するか，又は設計基準事故対処設備等及び常設重大事故等

対処設備と同時に必要な機能を損なうおそれがないように，

設計基準事故対処設備等の配置も含めて常設重大事故等対処

設備と位置的分散を図り，防火帯の内側の複数箇所に分散し

て保管する設計とする。クラゲ等の海生生物の影響により可

搬型重大事故等対処設備の取水ラインが閉塞する場合には，

予備の可搬型重大事故等対処設備によって取水を継続し，閉

塞箇所の清掃を行うことで対応できるよう，クラゲ等の海生

生物から影響を受けるおそれのある屋外の可搬型重大事故等

対処設備は，予備を有する設計とする。 

 

 

 

飛来物（航空機落下）及び故意による大型航空機の衝突そ

対処設備は，転倒しないことを確認する，又は必要により固縛

等の処置をするとともに，地震により生じる敷地下斜面のすべ

り，液状化又は及び揺すり込みによる不等沈下，傾斜及び浮き

上がり,地盤支持力の不足，地中埋設構造物の損壊等の影響を受

けない複数の保管場所に分散して保管する設計とする。 

 地震及び津波（敷地に遡上する津波を含む。）に対して可搬型

重大事故等対処設備は，「1.3.2 重大事故等対処施設の耐震設

計」，「1.4.2 重大事故等対処施設の耐津波方針」及び「1.4.3

基準津波を超え敷地に遡上する津波に対する耐津波設計」にて

考慮された設計とする。 

 火災に対して，可搬型重大事故等対処設備は「1.5.2 重大事

故等対処施設の火災防護に関する基本方針」に基づく火災防護

を行う。 

 地震，津波（敷地に遡上する津波を含む。），溢水及び火災に

対して可搬型重大事故等対処設備は，設計基準事故対処設備等

及び常設重大事故等対処設備と同時に機能を損なうおそれがな

いように，設計基準事故対処設備等の配置も含めて常設重大事

故等対処設備と位置的分散を図り複数箇所に分散して保管する

設計とする。 

 風（台風），竜巻，凍結，降水，積雪，落雷，火山の影響，生

物学的事象，森林火災，爆発，近隣工場等の火災，有毒ガス，

船舶の衝突及び電磁的障害に対して，可搬型重大事故等対処設

備は，外部からの衝撃による損傷の防止が図られた建屋等内に

保管するか，又は設計基準事故対処設備等及び常設重大事故等

対処設備と同時に必要な機能を損なうおそれがないように，設

計基準事故対処設備等の配置も含めて常設重大事故等対処設備

と位置的分散を図り，防火帯の内側の複数箇所に分散して保管

する設計とする。クラゲ等の海生生物から影響を受けるおそれ

のある屋外の可搬型重大事故等対処設備は，予備を有する複数

の取水箇所を選定できる設計とする。 

 

 

 

 

 高潮に対して可搬型重大事故等対処設備は，高潮の影響を受

けない敷地高さに保管する。 

 

飛来物（航空機落下）及び故意による大型航空機の衝突その

等対処設備は，転倒しないことを確認する，又は必要により

固縛等の処置をするとともに，地震により生ずる敷地下斜面

のすべり，液状化又は揺すり込みによる不等沈下，傾斜及び

浮き上がり，地盤支持力の不足，地中埋設構造物の損壊等の

影響により必要な機能を喪失しない位置に保管する。 

地震及び津波に対して可搬型重大事故等対処設備は，

「2.1.2 耐震設計の基本方針」，「2.1.3 津波による損傷の防

止」にて考慮された設計とする。 

 

 

火災に対して，可搬型重大事故等対処設備は「2.2 火災に

よる損傷の防止」に基づく火災防護を行う。 

 

地震，津波，溢水及び火災に対して可搬型重大事故等対処

設備は，設計基準事故対処設備等及び常設重大事故等対処設

備と同時に機能を損なうおそれがないように，設計基準事故

対処設備等の配置も含めて常設重大事故等対処設備と位置的

分散を図り複数箇所に分散して保管する設計とする。 

 

風（台風），竜巻，凍結，降水，積雪，落雷，地滑り，火山

の影響，生物学的事象，火災・爆発（森林火災，近隣工場等

の火災・爆発，航空機落下火災等），有毒ガス，船舶の衝突及

び電磁的障害に対して，可搬型重大事故等対処設備は，外部

からの衝撃による損傷の防止が図られた建物内に保管する

か，又は設計基準事故対処設備等及び常設重大事故等対処設

備と同時に必要な機能を損なうおそれがないように，設計基

準事故対処設備等の配置も含めて常設重大事故等対処設備と

位置的分散を図り，防火帯の内側の複数箇所に分散して保管

する設計とする。クラゲ等の海生生物の影響により可搬型重

大事故等対処設備の取水ラインが閉塞する場合には，予備の

可搬型重大事故等対処設備によって取水を継続し，閉塞箇所

の清掃を行うことで対応できるよう，クラゲ等の海生生物か

ら影響を受けるおそれのある屋外の可搬型重大事故等対処設

備は，予備を有する設計とする。 

 

 

 

飛来物（航空機落下）及び故意による大型航空機の衝突そ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・選定事象の相違 

【東海第二】 

 ③の相違 

 

 

 

・選定事象の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉は，重大事

故等対処設備に影響を

与えるおそれがある事

象として，地滑りを選定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・選定事象の相違 

【東海第二】 

 ②の相違 
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の他テロリズムに対して，屋内の可搬型重大事故等対処設備

は，可能な限り設計基準事故対処設備等の配置も含めて常設

重大事故等対処設備と位置的分散を図り複数箇所に分散して

保管する設計とする。屋外に保管する可搬型重大事故等対処

設備は，原子炉建屋，タービン建屋及び廃棄物処理建屋から

100m 以上の離隔距離を確保するとともに，当該可搬型重大事

故等対処設備がその機能を代替する屋外の設計基準対象施設

及び常設重大事故等対処設備から 100m 以上の離隔距離を確

保した上で，複数箇所に分散して保管する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

サポート系の故障に対しては，系統又は機器に供給される

電力，空気，油，冷却水を考慮し，可搬型重大事故防止設備

は，設計基準事故対処設備等又は常設重大事故防止設備と異

なる駆動源，冷却源を用いる設計とするか，駆動源，冷却源

が同じ場合は別の手段が可能な設計とする。また，水源につ

いても可能な限り，異なる水源を用いる設計とする。 

 

c.可搬型重大事故等対処設備と常設重大事故等対処設備の接続

口（第四十三条 第３項第三号） 

原子炉建屋の外から水又は電力を供給する可搬型重大事故

等対処設備と常設設備との接続口は，共通要因によって接続

することができなくなることを防止するため，それぞれ互い

に異なる複数の場所に設置する設計とする。 

 

 

 

環境条件に対しては，想定される重大事故等が発生した場

合における温度，放射線，荷重及びその他の使用条件におい

て，その機能を確実に発揮できる設計とするとともに，建屋

の異なる面の隣接しない位置又は屋内及び建屋面の適切に離

隔した位置に複数箇所設置する。重大事故等時の環境条件に

おける健全性については「2.3.3 環境条件等」に記載する。

風（台風），低温（凍結），降水，積雪，及び電磁的障害に対

他のテロリズムに対して屋内の可搬型重大事故等対処設備は，

可能な限り設計基準事故対処設備等の配置も含めて常設重大事

故等対処設備と位置的分散を図り複数箇所に分散して保管する

設計とする。屋外に保管する可搬型重大事故等対処設備は，原

子炉建屋，常設代替高圧電源装置置場，常設低圧代替注水系ポ

ンプ室，格納容器圧力逃がし装置格納槽，緊急用海水ポンプピ

ット，海水ポンプエリアから 100m以上の離隔距離を確保すると

ともに，当該可搬型重大事故等対処設備がその機能を代替する

屋外の設計基準事故対処設備等及び常設重大事故等対処設備か

ら 100m以上の離隔距離を確保した上で，複数箇所に分散して保

管する設計とする。 

 なお，洪水及びダムの崩壊については，立地的要因により設

計上考慮する必要はない。また，外部人為事象のうちダムの崩

壊については，立地的要因により設計上考慮する必要はない。 

 

 サポート系の故障に対しては，系統又は機器に供給される電

力，空気，油，冷却水を考慮し，可搬型重大事故防止設備は，

設計基準事故対処設備等又は常設重大事故防止設備と異なる駆

動源，冷却源を用いる設計とするか，駆動源，冷却源が同じ場

合は別の手段が可能な設計とする。また，水源についても可能

な限り，異なる水源を用いる設計とする。 

 

ｃ．可搬型重大事故等対処設備と常設重大事故等対処設備の接

続口 

 原子炉建屋の外から水又は電力を供給する可搬型重大事故等

対処設備と常設設備との接続口は，共通要因によって接続する

ことができなくなることを防止するため，それぞれ互いに異な

る複数の場所に設置する設計とする。なお,洪水及びダムの崩壊

については,立地的要因により設計上考慮する必要はない。 

 

 

 環境条件に対しては，想定される重大事故等が発生した場合

における温度，放射線，荷重及びその他の使用条件において，

その機能を確実に発揮できる設計とするとともに，接続口は，

建屋等内及び建屋等壁面の適切に離隔した隣接しない位置に複

数箇所設置する。重大事故等時の環境条件における健全性につ

いては「1.1.7.3 環境条件等」に記載する。風（台風）及び竜

巻のうち風荷重，凍結，降水，積雪，火山の影響並びに電磁的

の他のテロリズムに対して，屋内の可搬型重大事故等対処設

備は，可能な限り設計基準事故対処設備等の配置も含めて常

設重大事故等対処設備と位置的分散を図り複数箇所に分散し

て保管する設計とする。屋外に保管する可搬型重大事故等対

処設備は，原子炉建物等から 100m以上の離隔距離を確保する

とともに，当該可搬型重大事故等対処設備がその機能を代替

する屋外の設計基準事故対処設備等及び常設重大事故等対処

設備から 100m以上の離隔距離を確保した上で，複数箇所に分

散して保管する設計とする。 

 

 

なお，洪水及びダムの崩壊については，立地的要因により

設計上考慮する必要はない。 

 

 

サポート系の故障に対しては，系統又は機器に供給される

電力，空気，油，冷却水を考慮し，可搬型重大事故防止設備

は，設計基準事故対処設備等又は常設重大事故防止設備と異

なる駆動源，冷却源を用いる設計とするか，駆動源，冷却源

が同じ場合は別の手段が可能な設計とする。また，水源につ

いても可能な限り，異なる水源を用いる設計とする。 

 

c.可搬型重大事故等対処設備と常設重大事故等対処設備の接

続口（第四十三条 第３項第三号） 

原子炉建物の外から水又は電力を供給する可搬型重大事故

等対処設備と常設設備との接続口は，共通要因によって接続

することができなくなることを防止するため，それぞれ互い

に異なる複数の場所に設置する設計とする。なお，洪水及び

ダムの崩壊については，立地的要因により設計上考慮する必

要はない。 

 

環境条件に対しては，想定される重大事故等が発生した場

合における温度，放射線，荷重及びその他の使用条件におい

て，その機能を確実に発揮できる設計とするとともに，建物

の異なる面の隣接しない位置又は屋内及び建物面の適切に離

隔した位置に複数箇所設置する。重大事故等時の環境条件に

おける健全性については「2.3.3 環境条件等」に記載する。

風（台風），凍結，降水，積雪及び電磁的障害に対しては，環

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・選定事象の相違 

【柏崎 6/7】 

 ②の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・選定事象の相違 

【柏崎 6/7】 

②の相違 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，原子炉

建物の異なる側面及び

原子炉建物内に接続口
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しては，環境条件にて考慮し，機能が損なわれない設計とす

る。 

 

 

地震に対して接続口は，「原子炉建屋等の基礎地盤及び周辺

斜面の安定性について」に示す地盤上の屋内又は建屋面に設

置する。 

地震，津波及び火災に対しては，「2.1.2 耐震設計の基本方

針」「2.1.3 津波による損傷の防止」及び「2.2 火災による損

傷の防止」に基づく設計とする。溢水に対しては，想定され

る溢水水位に対して機能を喪失しない位置に設置する。 

 

 

 

風（台風），竜巻，落雷，地滑り，火山の影響，生物学的事

象，火災・爆発（森林火災，近隣工場等の火災・爆発，航空

機落下火災等），有毒ガス，船舶の衝突及び故意による大型航

空機の衝突その他テロリズムに対して，建屋の異なる面の隣

接しない位置又は屋内及び建屋面の適切に離隔した位置に複

数箇所設置する。 

 

生物学的事象のうちネズミ等の小動物に対して，屋外に設

置する場合は，開口部の閉止により重大事故等に対処するた

めに必要な機能が損なわれるおそれのない設計とする。 

 

 

 

 

また，一つの接続口で複数の機能を兼用して使用する場合

には，それぞれの機能に必要な容量が確保できる接続口を設

ける設計とする。 

 

障害に対しては，環境条件にて考慮し，機能が損なわれない設

計とする。 

 

 

 地震に対して接続口は，「1.9 発電用原子炉設置変更許可申

請に係る安全設計の方針」に基づく地盤上の建屋等内又は建屋

等壁面に複数箇所設置する。 

 地震，津波（敷地に遡上する津波を含む。）及び火災に対して

は，「1.3.2 重大事故等対処施設の耐震設計」，「1.4.2 重大事

故等対処施設の耐津波設計」,「1.4.3基準津波を超え敷地に遡

上する津波に対する耐津波設計」及び「1.5.2 重大事故等対処

施設の火災防護に関する基本方針」に基づく設計とする。 溢

水に対しては，想定される溢水水位に対して機能を喪失しない

位置に設置する。 

 風（台風），竜巻，落雷，生物学的事象，森林火災，飛来物（航

空機落下），爆発，近隣工場等の火災，有毒ガス，船舶の衝突及

び故意による大型航空機の衝突その他テロリズムに対して，接

続口は，建屋等内及び建屋等壁面の適切に離隔した隣接しない

位置に複数箇所設置する。 

 

 

 生物学的事象のうちネズミ等の小動物に対して，屋外に設置

する場合は，開口部の閉止により重大事故等に対処するために

必要な機能が損なわれるおそれのない設計とする。 

 

 高潮に対して接続口は，高潮の影響を受けない位置に設置す

る。 

 

 また，一つの接続口で複数の機能を兼用して使用する場合に

は，それぞれの機能に必要な容量が確保できる接続口を設ける

設計とする。同時に使用する可能性がある場合は，合計の容量

を確保し，状況に応じて，それぞれの系統に必要な容量を同時

に供給できる設計とする。 

境条件にて考慮し，機能が損なわれない設計とする。 

 

 

 

地震に対して接続口は，「原子炉建物等の基礎地盤及び周辺

斜面の安定性について」に示す地盤上の屋内又は建物面に設

置する。 

地震，津波及び火災に対しては，「2.1.2 耐震設計の基本方

針」「2.1.3 津波による損傷の防止」及び「2.2 火災による損

傷の防止」に基づく設計とする。溢水に対しては，想定され

る溢水水位に対して機能を喪失しない位置に設置する。 

 

 

 

風（台風），竜巻，落雷，地滑り，火山の影響，生物学的事

象，火災・爆発（森林火災，近隣工場等の火災・爆発，航空

機落下火災等），有毒ガス，船舶の衝突及び故意による大型航

空機の衝突その他テロリズムに対して，建物の異なる面の隣

接しない位置又は屋内及び建物面の適切に離隔した位置に複

数箇所設置する。 

 

生物学的事象のうちネズミ等の小動物に対して，屋外に設

置する場合は，開口部の閉止により重大事故等に対処するた

めに必要な機能が損なわれるおそれのない設計とする。 

 

 

 

 

また，一つの接続口で複数の機能を兼用して使用する場合

には，それぞれの機能に必要な容量が確保できる接続口を設

ける設計とする。 

 

を設けることで対策 

・設計方針の相違  

【東海第二】  

⑤の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・選定事象の相違 

【東海第二】 

 ②の相違 

・設備の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，原子炉

建物の異なる側面及び

原子炉建物内に接続口

を設けることで対策 

 

 

・選定事象の相違 

【東海第二】 

 ②の相違 

 

 

・運用の相違 

【東海第二】 

  島根２号炉は，一つの

接続口を複数の系統で

同時に使用しない 
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(2) 悪影響防止（第四十三条 第１項 第五号） 

重大事故等対処設備は発電用原子炉施設（他号炉を含む。）

内の他の設備（設計基準対象施設及び当該重大事故等対処設

備以外の重大事故等対処設備）に対して悪影響を及ぼさない

設計とする。 

他の設備への悪影響としては，重大事故等対処設備使用時

及び待機時の系統的な影響（電気的な影響を含む。）並びにタ

ービンミサイル等の内部発生飛散物による影響を考慮し，他

の設備の機能に悪影響を及ぼさない設計とする。 

系統的な影響に対しては，重大事故等対処設備は，弁等の

操作によって設計基準対象施設として使用する系統構成から

重大事故等対処設備としての系統構成とすること，重大事故

等発生前（通常時）の隔離若しくは分離された状態から弁等

の操作や接続により重大事故等対処設備としての系統構成と

すること，他の設備から独立して単独で使用可能なこと，設

計基準対象施設として使用する場合と同じ系統構成で重大事

故等対処設備として使用すること等により，他の設備に悪影

響を及ぼさない設計とする。 

また，放水砲については，建屋への放水により，当該設備

の使用を想定する重大事故時において必要となる屋外の他の

設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

内部発生飛散物による影響に対しては，内部発生エネルギ

の高い流体を内蔵する弁及び配管の破断，高速回転機器の破

損，ガス爆発並びに重量機器の落下を考慮し，重大事故等対

処設備がタービンミサイル等の発生源となることを防ぐこと

で，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

 

(2) 悪影響防止（第四十三条 第１項 第五号） 

 重大事故等対処設備は発電用原子炉施設（隣接する発電所を

含む。）内の他の設備（設計基準対象施設及び当該重大事故等対

処設備以外の重大事故等対処設備）に対して悪影響を及ぼさな

い設計とする。 

 他の設備への悪影響としては，重大事故等対処設備使用時及

び待機時の系統的な影響（電気的な影響を含む。）並びにタービ

ンミサイル等の内部発生飛散物による影響を考慮し，他の設備

の機能に悪影響を及ぼさない設計とする。 

 系統的な影響に対しては，重大事故等対処設備は，弁等の操

作によって設計基準対象施設として使用する系統構成から重大

事故等対処設備としての系統構成とすること，重大事故等発生

前（通常時）の隔離若しくは分離された状態から弁等の操作や

接続により重大事故等対処設備としての系統構成とすること，

他の設備から独立して単独で使用可能なこと，設計基準対象施

設として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設備と

して使用すること等により，他の設備に悪影響を及ぼさない設

計とする。 

 また，放水砲については，建屋への放水により，当該設備の

使用を想定する重大事故時において必要となる屋外の他の設備

に悪影響を及ぼさない設計とする。 

 内部発生飛散物による影響に対しては，内部発生エネルギの

高い流体を内蔵する弁及び配管の破断，高速回転機器の破損，

ガス爆発並びに重量機器の落下を考慮し，重大事故等対処設備

がタービンミサイル等の発生源となることを防ぐことで，他の

設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

(2) 悪影響防止（第四十三条 第１項 第五号） 

重大事故等対処設備は発電用原子炉施設（他号炉を含む。）

内の他の設備（設計基準対象施設及び当該重大事故等対処設

備以外の重大事故等対処設備）に対して悪影響を及ぼさない

設計とする。 

他の設備への悪影響としては，重大事故等対処設備使用時

及び待機時の系統的な影響（電気的な影響を含む。）並びにタ

ービンミサイル等の内部発生飛散物による影響を考慮し，他

の設備の機能に悪影響を及ぼさない設計とする。 

系統的な影響に対しては，重大事故等対処設備は，弁等の

操作によって設計基準対象施設として使用する系統構成から

重大事故等対処設備としての系統構成とすること，重大事故

等発生前（通常時）の隔離若しくは分離された状態から弁等

の操作や接続により重大事故等対処設備としての系統構成と

すること，他の設備から独立して単独で使用可能なこと，設

計基準対象施設として使用する場合と同じ系統構成で重大事

故等対処設備として使用すること等により，他の設備に悪影

響を及ぼさない設計とする。 

また，放水砲については，建物への放水により，当該設備

の使用を想定する重大事故時において必要となる屋外の他の

設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

内部発生飛散物による影響に対しては，内部発生エネルギ

の高い流体を内蔵する弁及び配管の破断，高速回転機器の破

損，ガス爆発並びに重量機器の落下を考慮し，重大事故等対

処設備がタービンミサイル等の発生源となることを防ぐこと

で，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

 

 

 

(3) 共用の禁止（第四十三条 第２項 第二号） 

常設重大事故等対処設備の各機器については，2 以上の発

電用原子炉施設において共用しない設計とする。ただし，共

用対象の施設ごとに要求される技術的要件（重大事故等に対

処するために必要な機能）を満たしつつ，2 以上の発電用原

子炉施設と共用することにより安全性が向上し，かつ，同一

の発電所内の他の発電用原子炉施設に対して悪影響を及ぼさ

ない場合は，共用できる設計とする。 

 

 

 

(3) 共用の禁止（第四十三条 第２項 第二号） 

常設重大事故等対処設備の各機器については，一部の敷地を

共有する東海発電所内の発電用原子炉施設において共用しない

設計とする。ただし，共用対象の施設ごとに要求される技術的

要件（重大事故等に対処するために必要な機能）を満たしつつ，

東海発電所内の発電用原子炉施設と共用することにより安全性

が向上し，かつ，東海発電所内及び東海第二発電所内の発電用

原子炉施設に対して悪影響を及ぼさない場合は，共用できる設

計とする 

(3) 共用の禁止（第四十三条 第２項 第二号） 

常設重大事故等対処設備の各機器については，2 以上の発

電用原子炉施設において共用しない設計とする。ただし，共

用対象の施設ごとに要求される技術的要件（重大事故等に対

処するために必要な機能）を満たしつつ，2 以上の発電用原

子炉施設と共用することにより安全性が向上し，かつ，同一

の発電所内の他の発電用原子炉施設に対して悪影響を及ぼさ

ない場合は，共用できる設計とする。 
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2.3.2 容量等【43 条 2‐一，43 条 3‐一】 

【設置許可基準規則】 

（重大事故等対処設備） 

第四十三条 

２ 重大事故等対処設備のうち常設のもの（重大事故等対処設備

のうち可搬型のもの（以下「可搬型重大事故等対処設備」と

いう。）と接続するものにあっては、当該可搬型重大事故等対

処設備と接続するために必要な発電用原子炉施設内の常設の

配管、弁、ケーブルその他の機器を含む。以下「常設重大事

故等対処設備」という。）は、前項に定めるもののほか、次に

掲げるものでなければならない。 

一 想定される重大事故等の収束に必要な容量を有するもの

であること。 

 

３ 可搬型重大事故等対処設備に関しては、第一項に定めるもの

のほか、次に掲げるものでなければならない。 

一 想定される重大事故等の収束に必要な容量に加え、十分に

余裕のある容量を有するものであること。 

（解釈） 

１ 第１項から第３項までに規定する「想定される重大事故等」

とは、本規程第３７条において想定する事故シーケンスグル

ープ（炉心の著しい損傷後の原子炉格納容器の機能に期待で

きるものにあっては、計画された対策が想定するもの。）、想

定する格納容器破損モード、使用済燃料貯蔵槽内における想

定事故及び想定する運転停止中事故シーケンスグループをい

う。 

５ 第３項第１号について、可搬型重大事故等対処設備の容量

は、次によること。 

（a）可搬型重大事故等対処設備のうち、可搬型代替電源設備及

び可搬型注水設備（原子炉建屋の外から水又は電力を供給

するものに限る。）にあっては、必要な容量を賄うことがで

きる可搬型重大事故等対処設備を１基あたり２セット以上

を持つこと。 

これに加え、故障時のバックアップ及び保守点検による待

機除外時のバックアップを工場等全体で確保すること。 

（b）可搬型重大事故等対処設備のうち、可搬型直流電源設備等

であって負荷に直接接続するものにあっては、１負荷当た

り１セットに、工場等全体で故障時のバックアップ及び保

2.3.2 容量等【43条 2－一，43条 3－一】 

【設置許可基準規則】 

（重大事故等対処設備） 

第四十三条 

２ 重大事故等対処設備のうち常設のもの（重大事故等対処設

備のうち可搬型のもの（以下「可搬型重大事故等対処設備」

という。）と接続するものにあっては、当該可搬型重大事故

等対処設備と接続するために必要な発電用原子炉施設内の常

設の配管、弁、ケーブルその他の機器を含む。以下「常設重

大事故等対処設備」という。）は、前項に定めるもののほか、

次に掲げるものでなければならない。 

 一 想定される重大事故等の収束に必要な容量を有するもの

であること。 

 

３ 可搬型重大事故等対処設備に関しては、第一項に定めるも

ののほか、次に掲げるものでなければならない。 

 一 想定される重大事故等の収束に必要な容量に加え、十分

に余裕のある容量を有するものであること。 

（解釈） 

１ 第1項から第3項までに規定する「想定される重大事故等」

とは、本規程第37条において想定する事故シーケンスグルー

プ（炉心の著しい損傷後の原子炉格納容器の機能に期待でき

るものにあっては、計画された対策が想定するもの。）、想

定する格納容器破損モード、使用済燃料貯蔵槽内における想

定事故及び想定する運転停止中事故シーケンスグループをい

う。 

５ 第3項第1号について、可搬型重大事故等対処設備の容量は、

次によること。 

 (a)可搬型重大事故等対処設備のうち、可搬型代替電源設備及

び可搬型注水設備（原子炉建屋の外から水又は電力を供給

するものに限る。）にあっては、必要な容量を賄うことが

できる可搬型重大事故等対処設備を1基あたり2セット以上

を持つこと。 

   これに加え、故障時のバックアップ及び保守点検による

待機除外時のバックアップを工場等全体で確保すること。 

 (b)可搬型重大事故等対処設備のうち、可搬型直流電源設備等

であって負荷に直接接続するものにあっては、1負荷当たり

1セットに、工場等全体で故障時のバックアップ及び保守点

2.3.2 容量等【43 条 2‐一，43 条 3‐一】 

【設置許可基準規則】 

（重大事故等対処設備） 

第四十三条 

２ 重大事故等対処設備のうち常設のもの（重大事故等対処設備

のうち可搬型のもの（以下「可搬型重大事故等対処設備」と

いう。）と接続するものにあっては、当該可搬型重大事故等対

処設備と接続するために必要な発電用原子炉施設内の常設の

配管、弁、ケーブルその他の機器を含む。以下「常設重大事

故等対処設備」という。）は、前項に定めるもののほか、次に

掲げるものでなければならない。 

一 想定される重大事故等の収束に必要な容量を有するもの

であること。 

 

３ 可搬型重大事故等対処設備に関しては、第一項に定めるもの

のほか、次に掲げるものでなければならない。 

一 想定される重大事故等の収束に必要な容量に加え、十分に

余裕のある容量を有するものであること。 

（解釈） 

１ 第１項から第３項までに規定する「想定される重大事故等」

とは、本規程第３７条において想定する事故シーケンスグル

ープ（炉心の著しい損傷後の原子炉格納容器の機能に期待で

きるものにあっては、計画された対策が想定するもの。）、想

定する格納容器破損モード、使用済燃料貯蔵槽内における想

定事故及び想定する運転停止中事故シーケンスグループをい

う。 

５ 第３項第１号について、可搬型重大事故等対処設備の容量

は、次によること。 

（a）可搬型重大事故等対処設備のうち、可搬型代替電源設備及

び可搬型注水設備（原子炉建屋の外から水又は電力を供給

するものに限る。）にあっては、必要な容量を賄うことがで

きる可搬型重大事故等対処設備を１基あたり２セット以上

を持つこと。 

これに加え、故障時のバックアップ及び保守点検による待

機除外時のバックアップを工場等全体で確保すること。 

（b）可搬型重大事故等対処設備のうち、可搬型直流電源設備等

であって負荷に直接接続するものにあっては、１負荷当た

り１セットに、工場等全体で故障時のバックアップ及び保
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守点検による待機除外時のバックアップを加えた容量を持

つこと。 

（c）「必要な容量」とは、当該原子炉において想定する重大事

故等において、炉心損傷防止及び格納容器破損防止等のた

めに有効に必要な機能を果たすことができる容量をいう。 
 

検による待機除外時のバックアップを加えた容量を持つこ

と。 

 (c)「必要な容量」とは、当該原子炉において想定する重大事

故等において、炉心損傷防止及び格納容器破損防止等のた

めに有効に必要な機能を果たすことができる容量をいう。 
 

守点検による待機除外時のバックアップを加えた容量を持

つこと。 

（c）「必要な容量」とは、当該原子炉において想定する重大事

故等において、炉心損傷防止及び格納容器破損防止等のた

めに有効に必要な機能を果たすことができる容量をいう。 
 

(1) 常設重大事故等対処設備（第四十三条 第２項 第一号） 

常設重大事故等対処設備は，想定される重大事故等の収束

において，想定する事象及びその事象の進展等を考慮し，重

大事故等時に必要な目的を果たすために，事故対応手段とし

ての系統設計を行う。重大事故等の収束は，これらの系統の

組み合わせにより達成する。 

「容量等」とは，ポンプ流量，タンク容量，伝熱容量，弁

吹出量，発電機容量，蓄電池容量，計装設備の計測範囲及び

作動信号の設定値等とする。 

常設重大事故等対処設備のうち設計基準対象施設の系統及

び機器を使用するものについては，設計基準対象施設の容量

等の仕様が，系統の目的に応じて必要となる容量等に対して

十分であることを確認した上で，設計基準対象施設としての

容量等と同仕様の設計とする。 

 

常設重大事故等対処設備のうち設計基準対象施設の系統及

び機器を使用するもので，重大事故等時に設計基準対象施設

の容量等を補う必要があるものについては，その後の事故対

応手段と合わせて，系統の目的に応じて必要となる容量等を

有する設計とする。 

常設重大事故等対処設備のうち重大事故等への対処を本来

の目的として設置する系統及び機器を使用するものについて

は，系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計とする。 

 

 

(2) 可搬型重大事故等対処設備（第四十三条 第３項 第一号） 

可搬型重大事故等対処設備は，想定される重大事故等の収

束において，想定する事象及びその事象の進展を考慮し，事

故対応手段としての系統設計を行う。重大事故等の収束は，

これらの系統の組合せにより達成する。 

「容量等」とは，ポンプ流量，タンク容量，伝熱容量，発

電機容量，蓄電池容量，ボンベ容量，計測器の計測範囲等と

する。 

(1) 常設重大事故等対処設備（第四十三条 第２項 第一号） 

常設重大事故等対処設備は，想定される重大事故等の収束に

おいて，想定する事象及びその事象の進展等を考慮し，重大事

故等時に必要な目的を果たすために，事故対応手段としての系

統設計を行う。重大事故等の収束は，これらの系統の組合せに

より達成する。 

 「容量等」とは，ポンプ流量，タンク容量，伝熱容量，弁吹

出量，発電機容量，蓄電池容量，計装設備の計測範囲及び作動

信号の設定値等とする。 

 常設重大事故等対処設備のうち設計基準対象施設の系統及び

機器を使用するものについては，設計基準対象施設の容量等の

仕様が，系統の目的に応じて必要となる容量等に対して十分で

あることを確認した上で，設計基準対象施設としての容量等と

同仕様の設計とする。 

 

 常設重大事故等対処設備のうち設計基準対象施設の系統及び

機器を使用するもので，重大事故等時に設計基準対象施設の容

量等を補う必要があるものについては，その後の事故対応手段

と合わせて，系統の目的に応じて必要となる容量等を有する設

計とする。 

 常設重大事故等対処設備のうち重大事故等への対処を本来の

目的として設置する系統及び機器を使用するものについては，

系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計とする。 

 

 

(2) 可搬型重大事故等対処設備（第四十三条 第３項 第一号） 

 可搬型重大事故等対処設備は，想定される重大事故等の収束

において，想定する事象及びその事象の進展を考慮し，事故対

応手段としての系統設計を行う。重大事故等の収束は，これら

の系統の組合せにより達成する。 

 「容量等」とは，ポンプ流量，タンク容量，発電機容量，蓄

電池容量，ボンベ容量，計測器の計測範囲等とする。 

  

(1) 常設重大事故等対処設備（第四十三条 第２項 第一号） 

常設重大事故等対処設備は，想定される重大事故等の収束

において，想定する事象及びその事象の進展等を考慮し，重

大事故等時に必要な目的を果たすために，事故対応手段とし

ての系統設計を行う。重大事故等の収束は，これらの系統の

組合せにより達成する。 

「容量等」とは，ポンプ流量，タンク容量，伝熱容量，弁

吹出量，発電機容量，蓄電池容量，計装設備の計測範囲，作

動信号の設定値等とする。 

常設重大事故等対処設備のうち設計基準対象施設の系統

及び機器を使用するものについては，設計基準対象施設の容

量等の仕様が，系統の目的に応じて必要となる容量等に対し

て十分であることを確認した上で，設計基準対象施設として

の容量等と同仕様の設計とする。 

 

常設重大事故等対処設備のうち設計基準対象施設の系統

及び機器を使用するもので，重大事故等時に設計基準対象施

設の容量等を補う必要があるものについては，その後の事故

対応手段と合わせて，系統の目的に応じて必要となる容量等

を有する設計とする。 

常設重大事故等対処設備のうち重大事故等への対処を本

来の目的として設置する系統及び機器を使用するものにつ

いては，系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計とす

る。 

 

(2) 可搬型重大事故等対処設備（第四十三条 第３項 第一号） 

可搬型重大事故等対処設備は，想定される重大事故等の収

束において，想定する事象及びその事象の進展を考慮し，事

故対応手段としての系統設計を行う。重大事故等の収束は，

これらの系統の組合せにより達成する。 

「容量等」とは，ポンプ流量，タンク容量，伝熱容量，発

電機容量，蓄電池容量，ボンベ容量，計測器の計測範囲等と

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

  島根２号炉は，移動式
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可搬型重大事故等対処設備は，系統の目的に応じて必要な

容量等を有する設計とするとともに，設備の機能，信頼度等

を考慮し，予備を含めた保有数を確保することにより，必要

な容量等に加え，十分に余裕のある容量等を有する設計とす

る。 

可搬型重大事故等対処設備のうち複数の機能を兼用するこ

とで，設置の効率化，被ばくの低減が図れるものは，同時に

要求される可能性がある複数の機能に必要な容量等を合わせ

た容量等とし，兼用できる設計とする。 

可搬型重大事故等対処設備のうち，原子炉建屋の外から水

又は電力を供給する注水設備及び電源設備は，必要となる容

量等を有する設備を 1 基当たり 2 セットに加え，故障時のバ

ックアップ及び保守点検による待機除外時のバックアップと

して，発電所全体で予備を確保する。 

また，可搬型重大事故等対処設備のうち，負荷に直接接続

する可搬型蓄電池，可搬型ボンベ等は，必要となる容量等を

有する設備を 1 基当たり 1 セットに加え，故障時のバックア

ップ及び保守点検による待機除外時のバックアップとして，

発電所全体で予備を確保する。 

上記以外の可搬型重大事故等対処設備は，必要となる容量

等を有する設備を 1 基当たり 1 セットに加え，設備の信頼度

等を考慮し，予備を確保する。 

 

可搬型重大事故等対処設備は，系統の目的に応じて必要な容

量等を有する設計とするとともに，設備の機能，信頼度等を考

慮し，予備を含めた保有数を確保することにより，必要な容量

等に加え，十分に余裕のある容量等を有する設計とする。 

 

 可搬型重大事故等対処設備のうち複数の機能を兼用すること

で，設置の効率化，被ばくの低減が図れるものは，同時に要求

される可能性がある複数の機能に必要な容量等を合わせた容量

等とし，兼用できる設計とする。 

 可搬型重大事故等対処設備のうち，原子炉建屋の外から水又

は電力を供給する注水設備及び電源設備は，必要となる容量等

を有する設備を 1基当たり 2セットに加え，故障時のバックア

ップ及び保守点検による待機除外時のバックアップとして，発

電所全体で予備を確保する。 

 また，可搬型重大事故等対処設備のうち，負荷に直接接続す

る高圧窒素ボンベ（非常用窒素供給系），逃がし安全弁用可搬型

蓄電池等は，必要となる容量等を有する設備を１基当たり 1セ

ットに加え，故障時のバックアップ及び保守点検による待機除

外時のバックアップとして，発電所全体で予備を確保する。 

上記以外の可搬型重大事故等対処設備は，必要となる容量等

を有する設備を 1基当たり 1セットに加え，設備の信頼度等を

考慮し，予備を確保する。 

可搬型重大事故等対処設備は，系統の目的に応じて必要な

容量等を有する設計とするとともに，設備の機能，信頼度等

を考慮し，予備を含めた保有数を確保することにより，必要

な容量等に加え，十分に余裕のある容量等を有する設計とす

る。 

可搬型重大事故等対処設備のうち複数の機能を兼用するこ

とで，設置の効率化，被ばくの低減が図れるものは，同時に

要求される可能性がある複数の機能に必要な容量等を合わせ

た容量等とし，兼用できる設計とする。 

可搬型重大事故等対処設備のうち，原子炉建物の外から水

又は電力を供給する注水設備及び電源設備は，必要となる容

量等を有する設備を１基当たり２セットに加え，故障時のバ

ックアップ及び保守点検による待機除外時のバックアップと

して，発電所全体で予備を確保する。 

また，可搬型重大事故等対処設備のうち，負荷に直接接続

する可搬型蓄電池，可搬型ボンベ等は，必要となる容量等を

有する設備を１基当たり１セットに加え，故障時のバックア

ップ及び保守点検による待機除外時のバックアップとして，

発電所全体で予備を確保する。 

上記以外の可搬型重大事故等対処設備は，必要となる容量

等を有する設備を 1 基当たり１セットに加え，設備の信頼度

等を考慮し，予備を確保する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

代替熱交換設備の熱交

換器を考慮し「伝熱容

量」を記載している 
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2.3.3 環境条件等【43 条 1‐一，六， 43 条 3‐四】 

【設置許可基準規則】 

（重大事故等対処設備） 

第四十三条 

重大事故等対処設備は、次に掲げるものでなければならない。 

一 想定される重大事故等が発生した場合における温度、放射

線、荷重その他の使用条件において、重大事故等に対処する

ために必要な機能を有効に発揮するものであること。 

六 想定される重大事故等が発生した場合において重大事故等

対処設備の操作及び復旧作業を行うことができるよう、放射

線量が高くなるおそれが少ない設置場所の選定、設置場所へ

の遮蔽物の設置その他の適切な措置を講じたものであるこ

と。 

３ 可搬型重大事故等対処設備に関しては、第一項に定めるもの

のほか、次に掲げるものでなければならない。 

四 想定される重大事故等が発生した場合において可搬型重大

事故等対処設備を設置場所に据え付け、及び常設設備と接続

することができるよう、放射線量が高くなるおそれが少ない

設置場所の選定、設置場所への遮蔽物の設置その他の適切な

措置を講じたものであること。 

（解釈） 

１ 第１項から第３項までに規定する「想定される重大事故等」

とは、本規程第３７条において想定する事故シーケンスグル

ープ（炉心の著しい損傷後の原子炉格納容器の機能に期待で

きるものにあっては、計画された対策が想定するもの。）、想

定する格納容器破損モード、使用済燃料貯蔵槽内における想

定事故及び想定する運転停止中事故シーケンスグループをい

う。 

 

2.3.3 環境条件等【43条 1－一，六，43条 3－四】 

【設置許可基準規則】 

（重大事故等対処設備） 

第四十三条 重大事故等対処設備は、次に掲げるものでなけれ

ばならない。 

 一 想定される重大事故等が発生した場合における温度、放

射線、荷重その他の使用条件において、重大事故等に対処

するために必要な機能を有効に発揮するものであること。 

 六 想定される重大事故等が発生した場合において重大事故

等対処設備の操作及び復旧作業を行うことができるよう、

放射線量が高くなるおそれが少ない設置場所の選定、設置

場所への遮蔽物の設置その他の適切な措置を講じたもので

あること。 

３ 可搬型重大事故等対処設備に関しては、第一項に定めるも

ののほか、次に掲げるものでなければならない。 

 四 想定される重大事故等が発生した場合において可搬型重

大事故等対処設備を設置場所に据え付け、及び常設設備と

接続することができるよう、放射線量が高くなるおそれが

少ない設置場所の選定、設置場所への遮蔽物の設置その他

の適切な措置を講じたものであること。 

（解釈） 

１ 第1項から第3項までに規定する「想定される重大事故等」

とは、本規程第37条において想定する事故シーケンスグルー

プ（炉心の著しい損傷後の原子炉格納容器の機能に期待でき

るものにあっては、計画された対策が想定するもの。）、想

定する格納容器破損モード、使用済燃料貯蔵槽内における想

定事故及び想定する運転停止中事故シーケンスグループをい

う。 

 

2.3.3 環境条件等【43 条 1‐一，六， 43 条 3‐四】 

【設置許可基準規則】 

（重大事故等対処設備） 

第四十三条 

重大事故等対処設備は、次に掲げるものでなければならない。 

一 想定される重大事故等が発生した場合における温度、放射

線、荷重その他の使用条件において、重大事故等に対処する

ために必要な機能を有効に発揮するものであること。 

六 想定される重大事故等が発生した場合において重大事故等

対処設備の操作及び復旧作業を行うことができるよう、放射

線量が高くなるおそれが少ない設置場所の選定、設置場所へ

の遮蔽物の設置その他の適切な措置を講じたものであるこ

と。 

３ 可搬型重大事故等対処設備に関しては、第一項に定めるもの

のほか、次に掲げるものでなければならない。 

四 想定される重大事故等が発生した場合において可搬型重大

事故等対処設備を設置場所に据え付け、及び常設設備と接続

することができるよう、放射線量が高くなるおそれが少ない

設置場所の選定、設置場所への遮蔽物の設置その他の適切な

措置を講じたものであること。 

（解釈） 

１ 第１項から第３項までに規定する「想定される重大事故等」

とは、本規程第３７条において想定する事故シーケンスグル

ープ（炉心の著しい損傷後の原子炉格納容器の機能に期待で

きるものにあっては、計画された対策が想定するもの。）、想

定する格納容器破損モード、使用済燃料貯蔵槽内における想

定事故及び想定する運転停止中事故シーケンスグループをい

う。 

 

 

(1) 環境条件（第四十三条 第１項 第一号） 

重大事故等対処設備は，想定される重大事故等が発生した場

合における温度，放射線，荷重及びその他の使用条件において，

その機能が有効に発揮できるよう，その設置場所（使用場所）

又は保管場所に応じた耐環境性を有する設計とするとともに，

操作が可能な設計とする。 

 

重大事故等時の環境条件については，重大事故等時における

温度（環境温度，使用温度），放射線，荷重に加えて，その他の

(1) 環境条件（第四十三条 第１項 第一号） 

 重大事故等対処設備は，想定される重大事故等が発生した場

合における温度，放射線，荷重及びその他の使用条件において，

その機能が有効に発揮できるよう，その設置場所（使用場所）

又は保管場所に応じた耐環境性を有する設計とするとともに，

操作が可能な設計とする。 

 

 重大事故等時の環境条件については，重大事故等における温

度（環境温度，使用温度），放射線，荷重に加えて，その他の使

(1) 環境条件（第四十三条 第１項 第一号）  

重大事故等対処設備は，想定される重大事故等が発生した

場合における温度，放射線，荷重及びその他の使用条件にお

いて，その機能が有効に発揮できるよう，その設置場所（使

用場所）又は保管場所に応じた耐環境性を有する設計とする

とともに，操作が可能な設計とする。 

 

重大事故等時の環境条件については，重大事故等時におけ

る温度（環境温度，使用温度）, 放射線，荷重に加えて，そ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56



 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

使用条件として環境圧力，湿度による影響，重大事故等時に海

水を通水する系統への影響，自然現象による影響，発電所敷地

又はその周辺において想定される発電用原子炉施設の安全性を

損なわせる原因となるおそれがある事象であって人為によるも

のの影響及び周辺機器等からの悪影響を考慮する。荷重として

は，重大事故等が発生した場合における機械的荷重に加えて，

環境圧力，温度及び自然現象による荷重を考慮する。 

 

自然現象の選定に当たっては，網羅的に抽出するために，地

震，津波に加え，発電所敷地及びその周辺での発生実績の有無

に関わらず，国内外の基準や文献等に基づき収集した洪水，風

（台風），竜巻，凍結，降水，積雪，落雷，地滑り，火山の影響，

生物学的事象，森林火災等の事象を考慮する。これらの事象の

うち，重大事故等時における発電所敷地及びその周辺での発生

の可能性，重大事故等対処設備への影響度，事象進展速度や事

象進展に対する時間余裕の観点から，重大事故等時に重大事故

等対処設備に影響を与えるおそれがある事象として，地震，風

（台風），低温（凍結），降水及び積雪を選定する。これらの事

象のうち，低温（凍結）及び降水については，屋外の天候によ

る影響として考慮する。 

自然現象による荷重の組合せについては，地震，風（台風）

及び積雪の影響を考慮する。 

 

これらの環境条件のうち，重大事故等時における環境温度，

環境圧力，湿度による影響，屋外の天候による影響，重大事故

等時の放射線による影響及び荷重に対しては，重大事故等対処

設備を設置（使用）又は保管する場所に応じて，以下の設備分

類ごとに必要な機能を有効に発揮できる設計とする。 

 

原子炉格納容器内の重大事故等対処設備は，想定される重大

事故等時における原子炉格納容器内の環境条件を考慮した設計

とする。また，地震による荷重を考慮して，機能を損なわない

設計とする。操作は，中央制御室から可能な設計とする。 

 

原子炉建屋原子炉区域内の重大事故等対処設備は，想定され

る重大事故等時における環境条件を考慮する。また，地震にお

ける荷重を考慮して，機能を損なわない設計とするとともに，

可搬型重大事故等対処設備は，必要により当該設備の落下防止，

用条件として環境圧力，湿度による影響，重大事故等時に海水

を通水する系統への影響，自然現象による影響，津波（敷地に

遡上する津波を含む。），発電所敷地又はその周辺において想定

される発電用原子炉施設の安全性を損なわせる原因となるおそ

れがある事象であって人為によるものの影響及び周辺機器等か

らの悪影響を考慮する。荷重としては，重大事故等が発生した

場合における機械的荷重に加えて，環境圧力，温度及び自然現

象による荷重を考慮する。 

自然現象の選定に当たっては，網羅的に抽出するために，地

震，津波に加え，発電所敷地及びその周辺での発生実績の有無

に関わらず，国内外の基準や文献等に基づき収集した洪水，風

（台風），竜巻，凍結，降水，積雪，落雷，地滑り，火山の影響，

生物学的事象，森林火災等の事象を考慮する。これらの事象の

うち，重大事故等時における発電所敷地及びその周辺での発生

の可能性，重大事故等対処設備への影響度，事象進展速度や事

象進展に対する時間余裕の観点から，重大事故等時に重大事故

等対処設備に影響を与えるおそれがある事象として，地震，津

波（敷地に遡上する津波を含む。），風（台風），竜巻，凍結，降

水，積雪及び火山の影響を選定する。これらの事象のうち，凍

結及び降水については，屋外の天候による影響として考慮する。 

 自然現象による荷重の組合せについては，地震，津波（敷地

に遡上する津波を含む。），風（台風），積雪及び火山の影響を考

慮する。 

 これらの環境条件のうち，重大事故等時における環境温度，

環境圧力，湿度による影響，屋外の天候による影響，重大事故

等時の放射線による影響及び荷重に対しては，重大事故等対処

設備を設置（使用）又は保管する場所に応じて，以下の設備分

類ごとに必要な機能を有効に発揮できる設計とする。 

 

 原子炉格納容器内の重大事故等対処設備は，想定される重大

事故等時における原子炉格納容器内の環境条件を考慮した設計

とする。また，地震による荷重を考慮して，機能を損なわない

設計とする。操作は，中央制御室から可能な設計とする。 

 

 原子炉建屋原子炉棟内の重大事故等対処設備は，想定される

重大事故等時における環境条件を考慮する。また，地震による

荷重を考慮して，機能を損なわない設計とするとともに，可搬

型重大事故等対処設備は，必要により当該設備の落下防止，転

の他の使用条件として，環境圧力，湿度による影響，重大事

故等時に海水を通水する系統への影響，自然現象による影響，

発電所敷地又はその周辺において想定される発電用原子炉施

設の安全性を損なわせる原因となるおそれがある事象であっ

て人為によるものの影響及び周辺機器等からの悪影響を考慮

する。荷重としては，重大事故等が発生した場合における機

械的荷重に加えて，環境圧力，温度及び自然現象による荷重

を考慮する。 

自然現象の選定に当たっては，網羅的に抽出するために，

地震，津波に加え，発電所敷地及びその周辺での発生実績の

有無に関わらず，国内外の基準や文献等に基づき収集した洪

水，風（台風），竜巻，凍結，降水，積雪，落雷，地滑り，

火山の影響，生物学的事象，森林火災等の事象を考慮する。

これらの事象のうち，重大事故等時における発電所敷地及び

その周辺での発生の可能性，重大事故等対処設備への影響

度，事象進展速度や事象進展に対する時間余裕の観点から，

重大事故等時に重大事故等対処設備に影響を与えるおそれ

がある事象として，地震，風（台風），凍結，降水及び積雪

を選定する。これらの事象のうち，凍結及び降水については，

屋外の天候による影響として考慮する。 

自然現象による荷重の組合せについては，地震，風（台風）

及び積雪の影響を考慮する。 

 

これらの環境条件のうち，重大事故等時における環境温

度，環境圧力，湿度による影響，屋外の天候による影響，重

大事故等時の放射線による影響及び荷重に対しては，重大事

故等対処設備を設置（使用）又は保管する場所に応じて，以

下の設備分類ごとに必要な機能を有効に発揮できる設計と

する。 

原子炉格納容器内の重大事故等対処設備は，想定される重

大事故等時における原子炉格納容器内の環境条件を考慮し

た設計とする。また，地震による荷重を考慮して，機能を損

なわない設計とする。操作は，中央制御室から可能な設計と

する。 

原子炉建物原子炉棟内の重大事故等対処設備は，想定され

る重大事故等時における環境条件を考慮する。また，地震に

おける荷重を考慮して，機能を損なわない設計とするととも

に，可搬型重大事故等対処設備は，必要により当該設備の落

 

・設計方針の相違 

【東海第二 

③の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設計方針の相違 

【東海第二】  

⑤の相違 

・設計方針の相違 

【東海第二】  

⑤の相違 
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転倒防止，固縛の措置をとる。操作は，中央制御室，異なる区

画若しくは離れた場所又は設置場所で可能な設計とする。 

 

原子炉建屋内の原子炉区域外及びその他の建屋内の重大事故

等対処設備は，重大事故等時におけるそれぞれの場所の環境条

件を考慮した設計とする。また，地震による荷重を考慮して，

機能を損なわない設計とするとともに，可搬型重大事故等対処

設備は，必要により当該設備の落下防止，転倒防止，固縛の措

置をとる。操作は中央制御室，異なる区画若しくは離れた場所

又は設置場所で可能な設計とする。 

 

 

 

屋外及び建屋屋上の重大事故等対処設備は，重大事故等時に

おける屋外の環境条件を考慮した設計とする。操作は，中央制

御室，離れた場所又は設置場所で可能な設計とする。 

 

また，地震，風（台風）及び積雪の影響による荷重を考慮し，

機能を損なわない設計とするとともに，可搬型重大事故等対処

設備については，必要により当該設備の落下防止，転倒防止，

固縛の措置をとる。 

 

 

 

海水を通水する系統への影響に対しては，常時海水を通水す

る，海に設置する，又は海で使用する重大事故等対処設備は耐

腐食性材料を使用する設計とする。常時海水を通水するコンク

リート構造物については，腐食を考慮した設計とする。使用時

に海水を通水する重大事故等対処設備は，海水の影響を考慮し

た設計とする。原則，淡水を通水するが，海水も通水する可能

性のある重大事故等対処設備は，可能な限り淡水を優先し，海

水通水を短期間とすることで，設備への海水の影響を考慮する。

また，海から直接取水する際の異物の流入防止を考慮した設計

とする。 

発電所敷地又はその周辺において想定される発電用原子炉施

設の安全性を損なわせる原因となるおそれがある事象であって

人為によるものの選定に当たっては，網羅的に抽出するために，

発電所敷地及びその周辺での発生実績の有無に関わらず，国内

倒防止，固縛の措置をとる。操作は，中央制御室，異なる区画

若しくは離れた場所又は設置場所で可能な設計とする。 

 

 原子炉建屋付属棟内（中央制御室を含む。），緊急時対策所建

屋内，常設代替高圧電源装置置場（地下階）内，格納容器圧力

逃がし装置格納槽内，常設低圧代替注水系格納槽内常設低圧代

替注水ポンプ室，緊急用海水ポンプピット内及び立坑内の重大

事故等対処設備は，重大事故等時におけるそれぞれの場所の環

境条件を考慮した設計とする。また，地震による荷重を考慮し

て，機能を損なわない設計とするとともに，可搬型重大事故等

対処設備は，必要により当該設備の落下防止，転倒防止，固縛

の措置をとる。操作は中央制御室，異なる区画若しくは離れた

場所又は設置場所で可能な設計とする。 

 屋外及び常設代替高圧電源装置置場（地上階）の重大事故等

対処設備は，重大事故等時における屋外の環境条件を考慮した

設計とする。操作は，中央制御室，離れた場所又は設置場所で

可能な設計とする。 

 また，地震，津波（敷地に遡上する津波を含む。），積雪及び

火山の影響による荷重を考慮して機能を損なわない設計とする

とともに，風（台風）及び竜巻による風荷重に対しては，風荷

重を考慮すること又は位置的分散を考慮した設置若しくは保管

により，機能を損なわない設計とする。また，可搬型重大事故

等対処設備については，必要により当該設備の落下防止，転倒

防止，固縛等の措置をとる。 

 海水を通水する系統への影響に対しては，常時海水を通水す

る，海に設置する，又は海で使用する重大事故等対処設備は耐

腐食性材料を使用する設計とする。常時海水を通水するコンク

リート構造物については，腐食を考慮した設計とする。使用時

に海水を通水する重大事故等対処設備は，海水の影響を考慮し

た設計とする。原則，淡水を通水するが，海水も通水する可能

性のある重大事故等対処設備は，可能な限り淡水を優先し，海

水通水を短期間とすることで，設備への海水の影響を考慮する。

また，海から直接取水する際の異物の流入防止を考慮した設計

とする。 

 発電所敷地又はその周辺において想定される発電用原子炉施

設の安全性を損なわせる原因となるおそれがある事象であって

人為によるものの選定に当たっては，網羅的に抽出するために，

発電所敷地及びその周辺での発生実績の有無に関わらず，国内

下防止，転倒防止，固縛の措置をとる。操作は，中央制御室，

異なる区画若しくは離れた場所又は設置場所で可能な設計

とする。 

原子炉建物付属棟内及びその他の建物内の重大事故等対

処設備は，重大事故等時におけるそれぞれの場所の環境条件

を考慮した設計とする。また，地震による荷重を考慮して，

機能を損なわない設計とするとともに,可搬型重大事故等対

処設備は，必要により当該設備の落下防止，転倒防止，固縛

の措置をとる。操作は中央制御室, 異なる区画若しくは離れ

た場所又は設置場所で可能な設計とする。 

 

 

 

屋外及び建物屋上の重大事故等対処設備は，重大事故等時

における屋外の環境条件を考慮した設計とする。操作は，中

央制御室，離れた場所又は設置場所で可能な設計とする。 

 

また，地震，風（台風）及び積雪の影響による荷重を考慮

し，機能を損なわない設計とするとともに，可搬型重大事故

等対処設備については，必要により当該設備の落下防止，転

倒防止，固縛の措置をとる。 

 

 

 

海水を通水する系統への影響に対しては，常時海水を通水

する，海に設置する，又は海で使用する重大事故等対処設備

は耐腐食性材料を使用する設計とする。常時海水を通水する

コンクリート構造物については，腐食を考慮した設計とす

る。使用時に海水を通水する重大事故等対処設備は，海水の

影響を考慮した設計とする。原則，淡水を通水するが，海水

も通水する可能性のある重大事故等対処設備は，可能な限り

淡水を優先し，海水通水を短期間とすることで，設備への海

水の影響を考慮する。また，海から直接取水する際の異物の

流入防止を考慮した設計とする。 

発電所敷地又はその周辺において想定される発電用原子

炉施設の安全性を損なわせる原因となるおそれがある事象

であって人為によるものの選定に当たっては，網羅的に抽出

するために，発電所敷地及びその周辺での発生実績の有無に

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設計方針の相違  

【東海第二】  

⑤の相違 

・設計方針の相違  

【東海第二】  

⑤の相違 
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外の基準や文献等に基づき収集した飛来物（航空機落下等），ダ

ムの崩壊，爆発，近隣工場等の火災，有毒ガス，船舶の衝突，

電磁的障害，故意による大型航空機の衝突その他のテロリズム

等の事象を考慮する。これらの事象のうち，発電所敷地及びそ

の周辺での発生の可能性，重大事故等対処設備への影響度，事

象進展速度や事象進展に対する時間余裕の観点から，重大事故

等対処設備に影響を与えるおそれがある事象として選定する電

磁的障害に対しては，重大事故等対処設備は，重大事故等時に

おいても電磁波により機能を損なわない設計とする。 

 

重大事故等対処設備は，事故対応のために配置・配備してい

る自主対策設備を含む周辺機器等からの悪影響により機能を損

なわない設計とする。周辺機器等からの悪影響としては，地震，

火災，溢水による波及的影響を考慮する。 

溢水に対しては，重大事故等対処設備は，想定される溢水に

より機能を損なわないように，重大事故等対処設備の設置区画

の止水対策等を実施する。 

地震による荷重を含む耐震設計については，「2.1.2 耐震設計

の基本方針」に，火災防護については，「2.2 火災による損傷の

防止」に示す。 

 

 

(2) 重大事故等対処設備の設置場所（第四十三条 第１項 第六号） 

 

重大事故等対処設備は，想定される重大事故等が発生した場

合においても操作及び復旧作業に支障がないように，放射線量

の高くなるおそれの少ない設置場所の選定，当該設備の設置場

所への遮蔽の設置等により当該設備の設置場所で操作可能な設

計，放射線の影響を受けない異なる区画若しくは離れた場所か

ら遠隔で操作可能な設計，又は中央制御室遮蔽区域内である中

央制御室から操作可能な設計とする。 

(3) 可搬型重大事故等対処設備の設置場所（第四十三条 第３項 

第四号） 

可搬型重大事故等対処設備は，想定される重大事故等が発生

した場合においても設置及び常設設備との接続に支障がないよ

うに，放射線量の高くなるおそれの少ない設置場所の選定，当

該設備の設置場所への遮蔽の設置等により，当該設備の設置及

び常設設備との接続が可能な設計とする。 

外の基準や文献等に基づき収集した飛来物（航空機落下等），ダ

ムの崩壊，爆発，近隣工場等の火災，有毒ガス，船舶の衝突，

電磁的障害，故意による大型航空機の衝突その他のテロリズム

等の事象を考慮する。これらの事象のうち，発電所敷地及びそ

の周辺での発生の可能性，重大事故等対処設備への影響度，事

象進展速度や事象進展に対する時間余裕の観点から，重大事故

等対処設備に影響を与えるおそれがある事象として選定する電

磁的障害に対しては，重大事故等対処設備は，重大事故等時に

おいても電磁波により機能を損なわない設計とする。 

 

 重大事故等対処設備は，事故対応のために配置・配備してい

る自主対策設備を含む周辺機器等からの悪影響により機能を損

なわない設計とする。周辺機器等からの悪影響としては，地震，

火災，溢水による波及的影響を考慮する。 

 溢水に対しては，重大事故等対処設備は，想定される溢水に

より機能を損なわないように，重大事故等対処設備の設置区画

の止水対策等を実施する。 

 地震による荷重を含む耐震設計については，「1.3.2 重大事故

等対処施設の耐震設計」に，津波（敷地に遡上する津波を含む。）

による荷重を含む耐津波設計については，「1.4.2 重大事故等対

処施設の耐津波設計」に，火災防護については，「1.5.2 重大事

故等対処施設の火災防護に関する基本方針」に示す。 

 (2) 重大事故等対処設備の設置場所（第四十三条 第１項 第

六号） 

  重大事故等対処設備は，想定される重大事故等が発生した場

合においても操作及び復旧作業に支障がないように，放射線量

の高くなるおそれの少ない設置場所の選定，当該設備の設置場

所への遮蔽の設置等により当該設備の設置場所で操作可能な設

計，放射線の影響を受けない異なる区画若しくは離れた場所か

ら遠隔で操作可能な設計，又は中央制御室遮蔽区域内である中

央制御室から操作可能な設計とする。 

 (3) 可搬型重大事故等対処設備の設置場所（第四十三条 第３

項 第四号） 

  可搬型重大事故等対処設備は，想定される重大事故等が発生

した場合においても設置及び常設設備との接続に支障がないよ

うに，放射線量の高くなるおそれの少ない設置場所の選定，当

該設備の設置場所への遮蔽の設置等により，当該設備の設置及

び常設設備との接続が可能な設計とする。  

関わらず，国内外の基準や文献等に基づき収集した飛来物

（航空機落下等），ダムの崩壊，爆発，近隣工場等の火災，

有毒ガス，船舶の衝突，電磁的障害，故意による大型航空機

の衝突その他のテロリズム等の事象を考慮する。これらの事

象のうち，発電所敷地及びその周辺での発生の可能性，重大

事故等対処設備への影響度，事象進展速度や事象進展に対す

る時間余裕の観点から，重大事故等対処設備に影響を与える

おそれがある事象として選定する電磁的障害に対しては，重

大事故等対処設備は，重大事故等時においても電磁波により

機能を損なわない設計とする。 

重大事故等対処設備は，事故対応のために配置・配備して

いる自主対策設備を含む周辺機器等からの悪影響により機

能を損なわない設計とする。周辺機器等からの悪影響として

は，地震，火災，溢水による波及的影響を考慮する。 

溢水に対しては，重大事故等対処設備は，想定される溢水

により機能を損なわないように，重大事故等対処設備の設置

区画の止水措置等を実施する。 

地震による荷重を含む耐震設計については，「2.1.2 耐震

設計の基本方針」に，火災防護については，「2.2 火災によ

る損傷の防止」に示す。 

 

 

(2) 重大事故等対処設備の設置場所（第四十三条 第１項 第六

号）  

重大事故等対処設備は，想定される重大事故等が発生した

場合においても操作及び復旧作業に支障がないように，放射

線量の高くなるおそれの少ない設置場所の選定，当該設備の

設置場所への遮蔽の設置等により当該設備の設置場所で操

作可能な設計，放射線の影響を受けない異なる区画若しくは

離れた場所から遠隔で操作可能な設計，又は中央制御室遮蔽

区域内である中央制御室から操作可能な設計とする。 

(3) 可搬型重大事故等対処設備の設置場所（第四十三条 第３項 

第四号） 

可搬型重大事故等対処設備は，想定される重大事故等が発

生した場合においても設置及び常設設備との接続に支障がな

いように，放射線量の高くなるおそれの少ない設置場所の選

定，当該設備の設置場所への遮蔽の設置等により，当該設備

の設置及び常設設備との接続が可能な設計とする。 
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2.3.4 操作性及び試験・検査性【43 条 1‐二,三,四，43 条 3‐二,

六】 

【設置許可基準規則】 

（重大事故等対処設備） 

第四十三条 

重大事故等対処設備は、次に掲げるものでなければならない。 

二 想定される重大事故等が発生した場合において確実に操

作できるものであること。 

三 健全性及び能力を確認するため、発電用原子炉の運転中又

は停止中に試験又は検査ができるものであること。 

四 本来の用途以外の用途として重大事故等に対処するため

に使用する設備にあっては、通常時に使用する系統から速

やかに切り替えられる機能を備えるものであること。 

３ 可搬型重大事故等対処設備に関しては、第一項に定めるもの

のほか、次に掲げるものでなければならない。 

二 常設設備（発電用原子炉施設と接続されている設備又は短

時間に発電用原子炉施設と接続することができる常設の設

備をいう。以下同じ。）と接続するものにあっては、当該常

設設備と容易かつ確実に接続することができ、かつ、二以

上の系統又は発電用原子炉施設が相互に使用することがで

きるよう、接続部の規格の統一その他の適切な措置を講じ

たものであること。 

六 想定される重大事故等が発生した場合において、可搬型重

大事故等対処設備を運搬し、又は他の設備の被害状況を把

握するため、工場等内の道路及び通路が確保できるよう、

適切な措置を講じたものであること。 

（解釈） 

１ 第１項から第３項までに規定する「想定される重大事故等」

とは、本規程第３７条において想定する事故シーケンスグル

ープ（炉心の著しい損傷後の原子炉格納容器の機能に期待で

きるものにあっては、計画された対策が想定するもの。）、想

定する格納容器破損モード、使用済燃料貯蔵槽内における想

定事故及び想定する運転停止中事故シーケンスグループをい

う。 

２ 第１項第３号の適用に当たっては、第１２条第４項の解釈に

準ずるものとする。 
 

2.3.4 操作性及び試験・検査性【43 条 1－二，三，四，43 条 3－

二，六】 

【設置許可基準規則】 

（重大事故等対処設備） 

第四十三条  

重大事故等対処設備は、次に掲げるものでなければならない。 

 二 想定される重大事故等が発生した場合において確実に操

作できるものであること。 

 三 健全性及び能力を確認するため、発電用原子炉の運転中

又は停止中に試験又は検査ができるものであること。 

 四 本来の用途以外の用途として重大事故等に対処するため

に使用する設備にあっては、通常時に使用する系統から速

やかに切り替えられる機能を備えるものであること。 

３ 可搬型重大事故等対処設備に関しては、第一項に定めるも

ののほか、次に掲げるものでなければならない。 

 二 常設設備（発電用原子炉施設と接続されている設備又は

短時間に発電用原子炉施設と接続することができる常設の

設備をいう。以下同じ。）と接続するものにあっては、当

該常設設備と容易かつ確実に接続することができ、かつ、

二以上の系統又は発電用原子炉施設が相互に使用すること

ができるよう、接続部の規格の統一その他の適切な措置を

講じたものであること。 

 六 想定される重大事故等が発生した場合において、可搬型

重大事故等対処設備を運搬し、又は他の設備の被害状況を

把握するため、工場等内の道路及び通路が確保できるよう、

適切な措置を講じたものであること。 

（解釈） 

１ 第1項から第3項までに規定する「想定される重大事故等」

とは、本規程第37条において想定する事故シーケンスグルー

プ（炉心の著しい損傷後の原子炉格納容器の機能に期待でき

るものにあっては、計画された対策が想定するもの。）、想

定する格納容器破損モード、使用済燃料貯蔵槽内における想

定事故及び想定する運転停止中事故シーケンスグループをい

う。 

２ 第1項第3号の適用に当たっては、第12条第4項の解釈に準ず

るものとする。 
 

2.3.4 操作性及び試験・検査性【43 条 1‐二,三,四，43 条 3‐二,

六】 

【設置許可基準規則】 

（重大事故等対処設備） 

第四十三条 

重大事故等対処設備は、次に掲げるものでなければならない。 

二 想定される重大事故等が発生した場合において確実に操

作できるものであること。 

三 健全性及び能力を確認するため、発電用原子炉の運転中又

は停止中に試験又は検査ができるものであること。 

四 本来の用途以外の用途として重大事故等に対処するため

に使用する設備にあっては、通常時に使用する系統から速

やかに切り替えられる機能を備えるものであること。 

３ 可搬型重大事故等対処設備に関しては、第一項に定めるもの

のほか、次に掲げるものでなければならない。 

二 常設設備（発電用原子炉施設と接続されている設備又は短

時間に発電用原子炉施設と接続することができる常設の設

備をいう。以下同じ。）と接続するものにあっては、当該常

設設備と容易かつ確実に接続することができ、かつ、二以

上の系統又は発電用原子炉施設が相互に使用することがで

きるよう、接続部の規格の統一その他の適切な措置を講じ

たものであること。 

六 想定される重大事故等が発生した場合において、可搬型重

大事故等対処設備を運搬し、又は他の設備の被害状況を把

握するため、工場等内の道路及び通路が確保できるよう、

適切な措置を講じたものであること。 

（解釈） 

１ 第１項から第３項までに規定する「想定される重大事故等」

とは、本規程第３７条において想定する事故シーケンスグル

ープ（炉心の著しい損傷後の原子炉格納容器の機能に期待で

きるものにあっては、計画された対策が想定するもの。）、想

定する格納容器破損モード、使用済燃料貯蔵槽内における想

定事故及び想定する運転停止中事故シーケンスグループをい

う。 

２ 第１項第３号の適用に当たっては、第１２条第４項の解釈に

準ずるものとする。 
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(1) 操作性の確保 

a.操作の確実性（第四十三条 第１項 第二号） 

重大事故等対処設備は，想定される重大事故等が発生した

場合においても操作を確実なものとするため，重大事故等時

の環境条件を考慮し，操作が可能な設計とする。（「2.3.3 環

境条件等」）操作する全ての設備に対し，十分な操作空間を確

保するとともに，確実な操作ができるよう，必要に応じて操

作足場を設置する。また，防護具，可搬型照明等は重大事故

等時に迅速に使用できる場所に配備する。 

現場操作において工具を必要とする場合は，一般的に用い

られる工具又は専用の工具を用いて，確実に作業ができる設

計とする。工具は，作業場所の近傍又はアクセスルートの近

傍に保管できる設計とする。可搬型重大事故等対処設備は運

搬・設置が確実に行えるように，人力又は車両等による運搬，

移動ができるとともに，必要により設置場所にてアウトリガ

の張り出し又は輪留めによる固定等が可能な設計とする。 

 

現場の操作スイッチは運転員等の操作性を考慮した設計と

する。また，電源操作が必要な設備は，感電防止のため露出

した充電部への近接防止を考慮した設計とする。 

現場において人力で操作を行う弁は，手動操作が可能な設

計とする。 

現場での接続操作は，ボルト・ネジ接続，フランジ接続又

はより簡便な接続方式等，接続方式を統一することにより，

確実に接続が可能な設計とする。 

また，重大事故等に対処するために迅速な操作を必要とす

る機器は，必要な時間内に操作できるように中央制御室での

操作が可能な設計とする。制御盤の操作器は運転員の操作性

を考慮した設計とする。 

想定される重大事故等において操作する重大事故等対処設

備のうち動的機器については，その作動状態の確認が可能な

設計とする。 

 

 

 

 

 

 

(1) 操作性の確保 

ａ．操作の確実性（第四十三条 第１項 第二号） 

  重大事故等対処設備は，想定される重大事故等が発生した

場合においても操作を確実なものとするため，重大事故等時

の環境条件を考慮し，操作が可能な設計とする。 

  操作する全ての設備に対し，十分な操作空間を確保すると

ともに，確実な操作ができるよう，必要に応じて操作足場を

設置する。また，防護具，可搬型照明等は重大事故等時に迅

速に使用できる場所に配備する。 

  現場操作において工具を必要とする場合は，一般的に用い

られる工具又は専用の工具を用いて，確実に作業ができる設

計とする。工具は，作業場所の近傍又はアクセスルートの近

傍に保管できる設計とする。可搬型重大事故等対処設備は運

搬・設置が確実に行えるように，人力又は車両等による運搬，

移動ができるとともに，必要により設置場所にてアウトリガ

の張り出し又は輪留めによる固定等が可能な設計とする。 

 

  現場の操作スイッチは運転員等の操作性を考慮した設計と

する。また，電源操作が必要な設備は，感電防止のため露出

した充電部への近接防止を考慮した設計とする。 

  現場において人力で操作を行う弁は，手動操作が可能な設

計とする。 

  現場での接続操作は，ボルト・ネジ接続，フランジ接続又

はより簡便な接続方式等，接続方式を統一することにより，

確実に接続が可能な設計とする。 

  また，重大事故等に対処するために迅速な操作を必要とす

る機器は，必要な時間内に操作できるように中央制御室での

操作が可能な設計とする。制御盤の操作器は運転員の操作性

を考慮した設計とする。 

  想定される重大事故等において操作する重大事故等対処設

備のうち動的機器については，その作動状態の確認が可能な

設計とする。 

 

 

 

 

 

 

(1) 操作性の確保 

a.操作の確実性（第四十三条 第１項 第二号）  

重大事故等対処設備は，想定される重大事故等が発生し

た場合においても操作を確実なものとするため，重大事故

等時の環境条件を考慮し，操作が可能な設計とする（「2.3.3 

環境条件等 」）。操作する全ての設備に対し，十分な操作空

間を確保するとともに，確実な操作ができるよう，必要に

応じて操作足場を設置する。また，防護具，可搬型照明等

は重大事故等時に迅速に使用できる場所に配備する。 

現場操作において工具を必要とする場合は，一般的に用

いられる工具又は専用の工具を用いて，確実に作業ができ

る設計とする。工具は，作業場所の近傍又はアクセスルー

トの近傍に保管できる設計とする。可搬型重大事故等対処

設備は運搬・設置が確実に行えるように，人力又は車両等

による運搬，移動ができるとともに，必要により設置場所

にてアウトリガの張り出し又は輪留めによる固定等が可能

な設計とする。 

現場の操作スイッチは運転員等の操作性を考慮した設計

とする。また，電源操作が必要な設備は，感電防止のため

露出した充電部への近接防止を考慮した設計とする。 

現場において人力で操作を行う弁は，手動操作が可能な

設計とする。 

現場での接続操作は，ボルト・ネジ接続，フランジ接続

又はより簡便な接続方式等，接続方式を統一することによ

り，確実に接続が可能な設計とする。 

また，重大事故等に対処するために迅速な操作を必要と

する機器は，必要な時間内に操作できるように中央制御室

での操作が可能な設計とする。制御盤の操作器は運転員の

操作性を考慮した設計とする。 

想定される重大事故等において操作する重大事故等対処

設備のうち動的機器については，その作動状態の確認が可

能な設計とする。 
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b.系統の切替性（第四十三条 第１項 第四号） 

重大事故等対処設備のうち，本来の用途以外の用途として

重大事故等に対処するために使用する設備は，通常時に使用

する系統から速やかに切替操作が可能なように，系統に必要

な弁等を設ける設計とする。 

 

c.可搬型重大事故等対処設備の常設設備との接続性（第四十

三条 第３項 第二号） 

可搬型重大事故等対処設備を常設設備と接続するものにつ

いては，容易かつ確実に接続できるように，ケーブルはボル

ト・ネジ接続又はより簡便な接続方式等を用い，配管は配管

径や内部流体の圧力によって，大口径配管又は高圧環境にお

いてはフランジを用い，小口径配管かつ低圧環境においては

より簡便な接続方式等を用いる設計とする。高圧窒素ガスボ

ンベ，タンクローリ等については，各々専用の接続方式を用

いる。また，発電用原子炉施設間で相互に使用することがで

きるように，6 号及び 7 号炉とも同一形状とするとともに，

同一ポンプを接続する配管は，口径を統一する等，複数の系

統での接続方式の統一も考慮する。 

 

d.発電所内の屋外道路及び屋内通路の確保（第四十三条 第３

項 第六号） 

想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型重

大事故等対処設備を運搬し，又は他の設備の被害状況を把握

するため，発電所内の道路及び通路が確保できるよう，以下

の設計とする。 

屋外及び屋内において，想定される重大事故等の対処に必

要な可搬型重大事故等対処設備の保管場所から設置場所及び

接続場所まで運搬するための経路，又は他の設備の被害状況

を把握するための経路（以下「アクセスルート」という。）は，

自然現象，発電用原子炉施設の安全性を損なわせる原因とな

るおそれがある事象であって人為によるもの，溢水及び火災

を想定しても，運搬，移動に支障をきたすことのないよう，

迂回路も考慮して複数のアクセスルートを確保する。 

 

屋外及び屋内アクセスルートに対する自然現象について

は，網羅的に抽出するために，地震，津波に加え，発電所敷

地及びその周辺での発生実績の有無に関わらず，国内外の基

ｂ．系統の切替性（第四十三条 第１項 第四号） 

  重大事故等対処設備のうち，本来の用途以外の用途として

重大事故等に対処するために使用する設備は，通常時に使用

する系統から速やかに切替操作が可能なように，系統に必要

な弁等を設ける設計とする。 

 

ｃ．可搬型重大事故等対処設備の常設設備との接続性（第四十

三条 第３項 第二号） 

  可搬型重大事故等対処設備を常設設備と接続するものにつ

いては，容易かつ確実に接続できるように，ケーブルはボル

ト・ネジ接続又はより簡便な接続方式等を用い，配管は配管

径や内部流体の圧力によって，大口径配管又は高圧環境にお

いてはフランジを用い，小口径配管かつ低圧環境においては

より簡便な接続方式等を用いる設計とする。窒素ボンベ，空

気ボンベ，タンクローリ等については，各々専用の接続方式

を用いる。また，同一ポンプを接続する配管は口径を統一す

ることにより，複数の系統での接続方式の統一も考慮する。 

 

 

 

ｄ．発電所内の屋外道路及び屋内通路の確保（第四十三条 第３

項 第六号） 

  想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型重

大事故等対処設備を運搬し，又は他の設備の被害状況を把握

するため，発電所内の道路及び通路が確保できるよう，以下

の設計とする。 

  屋外及び屋内において，アクセスルートは，自然現象，発

電用原子炉施設の安全性を損なわせる原因となるおそれがあ

る事象であって人為によるもの，溢水及び火災を想定しても，

運搬，移動に支障をきたすことのないよう，迂回路も考慮し

て複数のアクセスルートを確保する。なお，想定される重大

事故等の収束に必要となる屋外アクセスルートは，基準津波

の影響を受けない防潮堤内に，基準地震動Ｓｓ及び敷地に遡

上する津波の影響を受けないルートを少なくとも１つ確保す

る。 

  屋外及び屋内アクセスルートに対する自然現象について

は，網羅的に抽出するために，地震，津波に加え，発電所敷

地及びその周辺での発生実績の有無に関わらず，国内外の基

b. 系統の切替性（第四十三条 第１項 第四号） 

重大事故等対処設備のうち，本来の用途以外の用途として

重大事故等に対処するために使用する設備は，通常時に使用

する系統から速やかに切替操作が可能なように，系統に必要

な弁等を設ける設計とする。 

 

c. 可搬型重大事故等対処設備の常設設備との接続性（第四十

三条 第３項 第二号）  

可搬型重大事故等対処設備を常設設備と接続するものに

ついては，容易かつ確実に接続できるように，ケーブルはボ

ルト・ネジ接続又はより簡便な接続方式等を用い，配管は配

管径や内部流体の圧力によって，大口径配管又は高圧環境に

おいてはフランジを用い，小口径配管かつ低圧環境において

はより簡便な接続方式等を用いる設計とする。窒素ガスボン

ベ，タンクローリ等については，各々専用の接続方式を用い

る。また，同一ポンプを接続する配管は，口径を統一する等，

複数の系統での接続方式の統一も考慮する。 

 

 

 

d. 発電所内の屋外道路及び屋内通路の確保（第四十三条 第

３項 第六号）  

想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型重

大事故等対処設備を運搬し，又は他の設備の被害状況を把握

するため，発電所内の道路及び通路が確保できるよう，以下

の設計とする。 

屋外及び屋内において，想定される重大事故等の対処に必

要な可搬型重大事故等対処設備の保管場所から設置場所及

び接続場所まで運搬するための経路，又は他の設備の被害状

況を把握するための経路（以下「アクセスルート」という。）

は，自然現象，発電用原子炉施設の安全性を損なわせる原因

となるおそれがある事象であって人為によるもの，溢水及び

火災を想定しても，運搬，移動に支障をきたすことのないよ

う，迂回路も考慮して複数のアクセスルートを確保する。 

 

屋外及び屋内アクセスルートに対する自然現象について

は，網羅的に抽出するために，地震，津波に加え，発電所敷

地及びその周辺での発生実績の有無に関わらず，国内外の基

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・他号炉と共用しない 

【柏崎 6/7】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・選定事象の相違 

【東海第二】 
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準や文献等に基づき収集した洪水，風（台風），竜巻，凍結，

降水，積雪，落雷，地滑り，火山の影響，生物学的事象，森

林火災等の事象を考慮する。 

これらの事象のうち，発電所敷地及びその周辺での発生の

可能性，屋外アクセスルートへの影響度，事象進展速度や事

象進展に対する時間余裕の観点から，屋外アクセスルートに

影響を与えるおそれがある事象として，地震，津波，風（台

風），竜巻，低温（凍結），降水，積雪及び火山の影響を選定

する。なお，森林火災の出火原因となるのは，たき火やタバ

コ等の人為によるものが大半であることを考慮し，森林火災

については，人為によるもの（火災・爆発）として選定する。

また，地滑りについては，地震による影響に包絡される。 

 

 

 

 

屋外及び屋内アクセスルートに対する発電所敷地又はその

周辺において想定される発電用原子炉施設の安全性を損なわ

せる原因となるおそれがある事象であって人為によるものに

ついては，網羅的に抽出するために，発電所敷地及びその周

辺での発生実績の有無に関わらず，国内外の基準や文献等に

基づき収集した飛来物（航空機落下等），ダムの崩壊，爆発，

近隣工場等の火災，有毒ガス，船舶の衝突，電磁的障害，故

意による大型航空機の衝突その他のテロリズム等の事象を考

慮する。 

これらの事象のうち，発電所敷地及びその周辺での発生の

可能性，屋外アクセスルートへの影響度，事象進展速度や事

象進展に対する時間余裕の観点から，屋外アクセスルートに

影響を与えるおそれがある事象として選定する火災・爆発（森

林火災，近隣工場等の火災・爆発，航空機落下火災等）及び

有毒ガスに対して，迂回路も考慮した複数のアクセスルート

を確保する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

準や文献等に基づき収集した洪水，風（台風），竜巻，凍結，

降水，積雪，落雷，地滑り，火山の影響，生物学的事象，森

林火災等の事象を考慮する。 

これらの事象のうち，発電所敷地及びその周辺での発生の

可能性，屋外アクセスルートへの影響度，事象進展速度や事

象進展に対する時間余裕の観点から，屋外アクセスルートに

影響を与えるおそれがある事象として，地震，津波（敷地に

遡上する津波を含む。），風（台風），竜巻，凍結，降水，積雪，

落雷，火山の影響，生物学的事象，森林火災及び高潮を選定

する。 

 

 

 

 

 

 

屋外及び屋内アクセスルートに対する発電所敷地又はその

周辺において想定される発電用原子炉施設の安全性を損なわ

せる原因となるおそれがある事象であって人為によるものに

ついては，網羅的に抽出するために，発電所敷地及びその周

辺での発生実績の有無に関わらず，国内外の基準や文献等に

基づき収集した飛来物（航空機落下等），ダムの崩壊，爆発，

近隣工場等の火災，有毒ガス，船舶の衝突，電磁的障害，故

意による大型航空機の衝突その他のテロリズム等の事象を考

慮する。 

これらの事象のうち，発電所敷地及びその周辺での発生の

可能性，屋外アクセスルートへの影響度，事象進展速度や事

象進展に対する時間余裕の観点から，屋外アクセスルートに

影響を与えるおそれがある事象として選定する飛来物（航空

機落下），ダムの崩壊，爆発，近隣工場等の火災，有毒ガス，

船舶の衝突，電磁的障害及び故意による大型航空機の衝突そ

の他のテロリズムに対して，迂回路も考慮した複数のアクセ

スルートを確保する設計とする。 

 

 

 

 

 

準や文献等に基づき収集した洪水，風（台風），竜巻，凍結，

降水，積雪，落雷，地滑り，火山の影響，生物学的事象，森

林火災等の事象を考慮する。 

これらの事象のうち，発電所敷地及びその周辺での発生の

可能性，屋外アクセスルートへの影響度，事象進展速度や事

象進展に対する時間余裕の観点から，屋外アクセスルートに

影響を与えるおそれがある事象として，地震，津波，洪水，

風（台風），竜巻，凍結，降水，積雪，落雷，地滑り，火山

の影響及び生物学的事象を選定する。なお，森林火災の出火

原因となるのは，たき火やタバコ等の人為によるものが大半

であることを考慮し，森林火災については，人為によるもの

（火災・爆発）として選定する。 

 

 

 

 

屋外及び屋内アクセスルートに対する発電所敷地又はそ

の周辺において想定される発電用原子炉施設の安全性を損

なわせる原因となるおそれがある事象であって人為による

ものについては，網羅的に抽出するために，発電所敷地及び

その周辺での発生実績の有無に関わらず，国内外の基準や文

献等に基づき収集した飛来物（航空機落下等），ダムの崩壊，

爆発，近隣工場等の火災，有毒ガス，船舶の衝突，電磁的障

害，故意による大型航空機の衝突その他のテロリズム等の事

象を考慮する。 

これらの事象のうち，発電所敷地及びその周辺での発生の

可能性，屋外アクセスルートへの影響度，事象進展速度や事

象進展に対する時間余裕の観点から，屋外アクセスルートに

影響を与えるおそれがある事象として選定する飛来物（航空

機落下），ダムの崩壊，火災・爆発（森林火災，近隣工場等

の火災・爆発，航空機落下火災等），有毒ガス，船舶の衝突，

電磁的障害及び故意による大型航空機の衝突その他のテロ

リズムに対して，迂回路も考慮した複数のアクセスルートを

確保する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・選定事象の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

②，③の相違 

・選定事象の相違 

【東海第二】 

 ④の相違 

・選定事象の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

②の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・選定事象の相違 

【柏崎 6/7】 

②の相違 

・設計方針の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，故意に

よる大型航空機の衝突

その他のテロリズムに

対して，迂回路も考慮し

た複数のアクセスルー

63



 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

屋外アクセスルートに対する地震による影響（周辺構造物

等の損壊，周辺斜面の崩壊及び道路面のすべり），その他自然

現象による影響（風（台風）及び竜巻による飛来物，積雪並

びに火山の影響）を想定し，複数のアクセスルートの中から

状況を確認し，早期に復旧可能なアクセスルートを確保する

ため，障害物を除去可能なホイールローダを 4 台（予備 1 台）

保管，使用する。また，地震による屋外タンクからの溢水及

び降水に対しては，道路上への自然流下も考慮した上で，通

行への影響を受けない箇所にアクセスルートを確保する設計

とする。 

 

 

津波の影響については，基準津波による遡上域最大水位よ

りも高い位置にアクセスルートを確保する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお，洪水及びダムの崩壊については，立地的要因により

設計上考慮する必要はない。 

 

  電磁的障害に対しては，道路面が直接影響をうけることは

ないことからアクセスルートへの影響はない。 

 

 

 

 

  屋外アクセスルートに対する地震による影響（周辺構造物

等の損壊，周辺斜面の崩壊及び道路面のすべり），その他自然

現象による影響（風（台風）及び竜巻による飛来物，積雪並

びに火山の影響）を想定し，複数のアクセスルートの中から

状況を確認し，早期に復旧可能なアクセスルートを確保する

ため，障害物を除去可能なホイールローダを 1 セット 2 台使

用する。ホイールロ一ダの保有数は，1 セット 2 台，故障時

及び保守点検による待機除外時のバックアップ用として 3 台

の合計 5 台を分散して保管する設計とする。また，地震によ

る屋外タンクからの溢水及び降水に対しては，道路上への自

然流下も考慮した上で，通行への影響を受けない箇所にアク

セスルートを確保する設計とする。 

  津波の影響については，敷地に遡上する津波による遡上高

さに対して十分余裕を見た高さに高所のアクセスルートを確

保する設計とする。 

 

 

 

 

また，高潮に対しては，通行への影響を受けない敷地高さ

にアクセスルートを確保する設計とする。 

 

 

  凍結，森林火災，飛来物（航空機落下），爆発，近隣工場等

の火災，有毒ガス，船舶の衝突に対しては，迂回路も考慮し

た複数のアクセスルートを確保する設計とする。落雷に対し

ては，道路面が直接影響を受けることはないため，さらに生

物学的事象に対しては，容易に排除可能なため，アクセスル

 

なお，洪水及びダムの崩壊については，立地的要因により

設計上考慮する必要はない。 

 

電磁的障害に対しては道路面が直接影響を受けることは

ないことから，アクセスルートへの影響はない。 

 

 

 

 

屋外アクセスルートに対する地震による影響（周辺構造物

等の損壊，周辺斜面の崩壊及び道路面のすべり），その他自

然現象による影響（風（台風）及び竜巻による飛来物，積雪

並びに火山の影響）を想定し，複数のアクセスルートの中か

ら状況を確認し，早期に復旧可能なアクセスルートを確保す

るため，障害物を除去可能なホイールローダを２台（予備１

台）保管，使用する。 

また，地震による屋外タンクからの溢水及び降水に対して

は，道路上への自然流下も考慮した上で，通行への影響を受

けない箇所にアクセスルートを確保する設計とする。 

 

 

津波の影響については，基準津波に対し防波壁の内側にア

クセスルートを確保する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地滑り，飛来物（航空機落下），火災・爆発（森林火災，

近隣工場等の火災・爆発，航空機落下火災等），有毒ガス及

び船舶の衝突に対しては，迂回路も考慮した複数のアクセス

ルートを確保する設計とする。落雷に対しては，道路面が直

接影響を受けることはないため，さらに生物学的事象に対し

トを確保 

・設計方針の相違 

【柏崎 6/7】 

②の相違 

・記載方針の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，設計上

考慮不要な事象である

ことを記載 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉は，基準津

波が一部敷地レベルを

超えるため，防波壁の内

側にアクセスルートを

確保 

・選定事象の相違 

【東海第二】 

②の相違 

 

・設計方針の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

②の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，凍結に
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屋外のアクセスルートは，地震の影響による周辺斜面の崩

壊及び道路面のすべりで崩壊土砂が広範囲に到達することを

想定した上で，ホイールローダによる崩壊箇所の仮復旧を行

うことで，通行性を確保できる設計とする。また，不等沈下

等に伴う段差の発生が想定される箇所においては，段差緩和

対策等を行う，迂回する，又は砕石による段差解消対策によ

り対処する設計とする。 

 

屋外アクセスルートは，考慮すべき自然現象のうち，低温

（凍結）及び積雪に対して，道路については融雪剤を配備し，

車両については走行可能なタイヤを装着することにより通行

性を確保できる設計とする。なお，融雪剤の配備等について

は，『「実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の重大事

故の発生及び拡大の防止に必要な措置を実施するために必要

な技術的能力に係る審査基準」に係る適合状況説明資料（以

下「技術的能力説明資料」という）1.0 重大事故等対策にお

ける共通事項』に示す。 

 

 

 

大規模な自然災害又は故意による大型航空機の衝突その他

のテロリズムによる大規模損壊発生時の消火活動等について

は，「技術的能力説明資料 2.大規模な自然災害又は故意によ

る大型航空機の衝突その他のテロリズムへの対応」に示す。 

 

屋外アクセスルートの地震発生時における，火災の発生防

止策（可燃物収納容器の固縛による転倒防止）及び火災の拡

大防止策（大量の可燃物を内包する変圧器の防油堤の設置）

については，「火災防護計画」に定める。 

屋内アクセスルートは，自然現象として選定する津波，風

（台風），竜巻，低温（凍結），降水，積雪，落雷，火山の影

響，生物学的事象による影響に対して，外部からの衝撃によ

ートへの影響はない。 

 

 

 

 

 

  屋外アクセスルートは，地震の影響による周辺斜面の崩壊

及び道路面のすべりで崩壊土砂が広範囲に到達することを想

定した上で，ホイールローダによる崩壊箇所の復旧又は迂回

路の通行を行うことで，通行性を確保できる設計とする。ま

た，不等沈下等に伴う段差の発生が想定される箇所において

は，段差緩和対策等を行う設計とする。 

 

 

  屋外アクセスルートは，考慮すべき自然現象のうち凍結及

び積雪に対して，道路については融雪剤を配備し，車両につ

いてはタイヤチェーン等を装着することにより通行性を確保

できる設計とする。なお，地震による薬品タンクからの漏え

いに対しては，必要に応じて薬品防護具の着用により通行す

る。なお，融雪剤の配備等については，「添付書類十 5.1重

大事故等対策」に示す。 

 

 

 

 

 

  大規模な自然災害又は故意による大型航空機の衝突その他

のテロリズムによる大規模損壊発生時の消火活動等について

は，「添付書類十 5.2大規模な自然災害又は故意による大型

航空機の衝突その他のテロリズムへの対応における事項」に

示す。 

  屋外アクセスルートの地震発生時における，火災の発生防

止策（可燃物収納容器の固縛による転倒防止）及び火災の拡

大防止策（大量の可燃物を内包する変圧器の防油堤の設置）

については，「火災防護計画」に定める。 

  屋内アクセスルートは，自然現象として選定する津波（敷

地に遡上する津波を含む。），風（台風），竜巻，凍結，降水，

積雪，落雷，火山の影響，生物学的事象，森林火災及び高潮

ては，容易に排除可能なため，アクセスルートへの影響はな

い。 

 

 

 

 

屋外のアクセスルートは，地震の影響による周辺斜面の崩

壊及び道路面のすべりで崩壊土砂が広範囲に到達すること

を想定した上で，ホイールローダによる崩壊箇所の仮復旧を

行うことで，通行性を確保できる設計とする。また，不等沈

下等に伴う段差の発生が想定される箇所においては，段差緩

和対策等を行う，迂回する，又は砕石による段差解消対策に

より対処する設計とする。 

 

屋外アクセスルートは，考慮すべき自然現象のうち，凍結

及び積雪に対して，道路については融雪剤を配備し，車両に

ついては走行可能なタイヤを装着することにより通行性を

確保できる設計とする。また，地震による薬品タンクからの

漏えいに対しては，必要に応じて薬品防護具の着用により通

行する。なお，融雪剤の配備等については，『「実用発電用原

子炉に係る発電用原子炉設置者の重大事故の発生及び拡大

の防止に必要な措置を実施するために必要な技術的能力に

係る審査基準」に係る適合状況説明資料（以下「技術的能力

説明資料」という）1.0重大事故等対策における共通事項』

に示す。 

 

大規模な自然災害又は故意による大型航空機の衝突その

他のテロリズムによる大規模損壊発生時の消火活動等につ

いては，「技術的能力説明資料 2. 大規模な自然災害又は故

意による大型航空機の衝突その他のテロリズムへの対応」に

示す。 

屋外アクセスルートの地震発生時における，火災の発生防

止策（可燃物収納容器の固縛による転倒防止）及び火災の拡

大防止策（大量の可燃物を内包する変圧器の防油堤の設置）

については，「火災防護計画」に定める。 

屋内アクセスルートは，自然現象として選定する津波，風

（台風），竜巻，凍結，降水，積雪，落雷，地滑り，火山の

影響，生物学的事象による影響に対して，外部からの衝撃に

対して融雪剤を配備し，

車両については走行可

能なタイヤを装着する

ことにより通行性を確

保する 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・運用の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，薬品タ

ンクの漏えいに対して

必要に応じて薬品防護

具を着用する運用とし

ている 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・選定事象の相違 

【東海第二】 

 ③の相違 
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る損傷の防止が図られた建屋内に確保する設計とする。なお，

森林火災の出火原因となるのは，たき火やタバコ等の人為に

よるものが大半であることを考慮し，森林火災については，

人為によるもの（火災・爆発）として選定する。 

 

 

 

また，発電所敷地又はその周辺における発電用原子炉施設

の安全性を損なわせる原因となるおそれがある事象であって

人為によるものとして選定する火災・爆発（森林火災，近隣

工場等の火災・爆発，航空機落下火災等）及び有毒ガスに対

して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られた建屋内に

確保する設計とする。 

 

屋内アクセスルートにおいては，機器からの溢水に対して

適切な防護具を着用する。また，地震時に通行が阻害されな

いように，アクセスルート上の資機材の固縛，転倒防止対策

及び火災の発生防止対策を実施する。万一通行が阻害される

場合は迂回する，又は乗り越える。 

 

屋外及び屋内アクセスルートにおいては，被ばくを考慮し

た放射線防護具の配備を行い,移動時及び作業時の状況に応

じて着用する。また，夜間及び停電時の確実な運搬や移動の

ため可搬型照明設備を配備する。これらの運用については，

「技術的能力説明資料 1.0 重大事故等対策における共通事

項」に示す。 

 

(2) 試験・検査性（第四十三条 第１項 第三号） 

重大事故等対処設備は，健全性及び能力を確認するため，発

電用原子炉の運転中又は停止中に必要な箇所の保守点検，試験

又は検査を実施できるよう，機能・性能の確認，漏えいの有無

の確認，分解点検等ができる構造とする。また，接近性を考慮

して必要な空間等を備え，構造上接近又は検査が困難である箇

所を極力少なくする。 

試験及び検査は，使用前検査，施設定期検査，定期安全管理

検査及び溶接安全管理検査の法定検査に加え，保全プログラム

に基づく点検が実施可能な設計とする。 

発電用原子炉の運転中に待機状態にある重大事故等対処設備

による影響に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図

られた建屋内に確保する設計とする。 

 

 

 

 

 

また，発電所敷地又はその周辺における発電用原子炉施設

の安全性を損なわせる原因となるおそれがある事象であって

人為によるものとして選定する飛来物（航空機落下），爆発，

近隣工場等の火災，有毒ガス及び船舶の衝突に対して，外部

からの衝撃による損傷の防止が図られた建屋内に確保する設

計とする。 

 

  屋内アクセスルートにおいては，機器からの溢水に対して

アクセスルートでの被ばくを考慮した放射線防護具を着用す

る。また，地震時に通行が阻害されないように，アクセスル

ート上の資機材の固縛，転倒防止対策及び火災の発生防止対

策を実施する。万一通行が阻害される場合は迂回する又は乗

り越える。 

  屋外及び屋内アクセスルートにおいては，被ばくを考慮し

た放射線防護具の配備を行い，移動時及び作業時の状況に応

じて着用する。また，夜間及び停電時の確実な運搬や移動の

ため可搬型照明設備を配備する。これらの運用については，

「添付書類十 5.1重大事故等対策」に示す。 

 

 

 (2) 試験・検査性（第四十三条 第１項 第三号） 

  重大事故等対処設備は，健全性及び能力を確認するため，

発電用原子炉の運転中又は停止中に必要な箇所の保守点検，

試験又は検査を実施できるよう，機能・性能の確認，漏えい

の有無の確認，分解点検等ができる構造とする。また，接近

性を考慮して必要な空間等を備え，構造上接近又は検査が困

難である箇所を極力少なくする。 

  試験及び検査は，使用前検査，施設定期検査，定期安全管

理検査及び溶接安全管理検査の法定検査に加え，保全プログ

ラムに基づく点検が実施可能な設計とする。 

  発電用原子炉の運転中に待機状態にある重大事故等対処設

よる損傷の防止が図られた建物内に確保する設計とする。な

お，森林火災の出火原因となるのは，たき火やタバコ等の人

為によるものが大半であることを考慮し，森林火災について

は，人為によるもの（火災・爆発）として選定する。 

 

 

 

また，発電所敷地又はその周辺における発電用原子炉施設

の安全性を損なわせる原因となるおそれがある事象であっ
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屋内アクセスルートにおいては，機器からの溢水に対して

適切な防護具を着用する。また，地震時に通行が阻害されな

いように，アクセスルート上の資機材の固縛，転倒防止対策

及び火災の発生防止対策を実施する。万一通行が阻害される

場合は迂回する，又は乗り越える。 

 

屋外及び屋内アクセスルートにおいては，被ばくを考慮し

た放射線防護具の配備を行い,移動時及び作業時の状況に応

じて着用する。また，夜間及び停電時の確実な運搬や移動の

ため可搬型照明設備を配備する。これらの運用については，

「技術的能力説明資料 1.0 重大事故等対策における共通事

項」に示す。 

 

(2) 試験・検査性（第四十三条 第１項 第三号） 

重大事故等対処設備は，健全性及び能力を確認するため，

発電用原子炉の運転中又は停止中に必要な箇所の保守点検，

試験又は検査を実施できるよう，機能・性能の確認，漏えい

の有無の確認，分解点検等ができる構造とする。また，接近

性を考慮して必要な空間等を備え，構造上接近又は検査が困

難である箇所を極力少なくする。 

試験及び検査は，使用前検査，使用前事業者検査及び定期

事業者検査の法定検査に加え，保全プログラムに基づく点検

が実施可能な設計とする。 

発電用原子炉の運転中に待機状態にある重大事故等対処設
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・原子力規制検査の反映 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉は，2020

年４月に導入された原
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は，発電用原子炉の運転に大きな影響を及ぼす場合を除き，運

転中に定期的な試験又は検査が実施可能な設計とする。また，

多様性又は多重性を備えた系統及び機器にあっては，各々が独

立して試験又は検査ができる設計とする。 

代替電源設備は，電気系統の重要な部分として，適切な定期

試験及び検査が可能な設計とする。 

構造・強度の確認又は内部構成部品の確認が必要な設備は，

原則として分解・開放（非破壊検査を含む。）が可能な設計とし，

機能・性能確認，各部の経年劣化対策及び日常点検を考慮する

ことにより，分解・開放が不要なものについては外観の確認が

可能な設計とする。 

 

 

 

 

備は，発電用原子炉の運転に大きな影響を及ぼす場合を除き，
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